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ょ
つ
て 

招
待
せ
ら
れ
た
る
人
々

(

及
び
是
等
の
人
々

R

ょ
み
て
紹
介
せ
ら
れ
た
る
人
々

)

の
み
を
會
合
せ 

し
む
る

.事

^
し
、
*
合
の
人

ft
R
_就
い
て
の
瀹

M

は
ん
十
名
以
上
西
名
を
越
え
ざ
る
範
圆

ビ

し 

た
。 

〜

.

:

•

.、
'

準
備
委

'眞
に
■任命
さ
れ
た
人
.々は
レ
エ
ー
ズ
ラ
ア
、〒
シ
ゲ
ル
、ヒ
ル

.デ
ブ
ラ
ン
卜
、工ツ

‘
ク
ア
ル
，
 

卜、
.シ
十

.モ
ラ
ア
の
五
氏
で
あ
つ
た

0

之れ

.
は
罾

H
の
.十
四
ロ
の
會
食
で
決
免
さ
れ
た
も
の
で
、此
 

第
二
十
五
卷
：

(

一
四
六
九

)

社
會
政
策
學
會
め
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
ア
の
社
會
耿
策
说
理

：

. 

锻
十
號 

五七



1
1

十
3?
,
卷

C

 

!
四七

0

)

社
#'
政策

學會の

成立

ゴ

シユモラァ

の社會

^

策
^.
迎
 

の
.

H

の
狂
旅
密

は
上
記

の五

'
名
中
レ
ェ

I

ズ
ラ
ア
を
除
く

&I
^
 

ン
ラ
.

I
ド、
ミ

ッ

卜

ホ

フの

'闽
名
即

ち
合
計

八

名
で

あ

った。
此
 

恭
が
設
考
さ
れ
た
が
、锫

を
つ

け
る
爲
め
に
ジ
ー

ベ

ル、
トラィチ
 

デ
ル

•ゴ

ルッ

、リ

I

ル、
グ
ナ
ィ

スト、ラ
ス
ヵ
ァ
等
の
名
が
選

f 

I

.全I

部が

'
發
■
起
.
.
.者た
る
事
を
欺

.諾はしなか

'

？た。
'く

 

ノ

招待，
狀
は
：
见
に

0 

0
,
0 

0
に
も送られた。
詳
し
く
は

15
;

 

照。
 

.

'

第：十號

 

五

/\

の
'
 
外、ク
ナ
ッ
ズ
、ブレ

'
 
ン
タ
ノ
、ロ

の

會
合
に
於
い
て
、招待
狀
潘
名

ユ
ケ
、ナ

ッ

セ

、ク

 ̂

J

ス
、フ
オ
ソ
，

た。
母
等
の
人
々
は
必
ず
し
も 

ンラ

-丨
ド
著

「

社

#
政
：
填

ま

#
し
參

る の 者  
態 K 大 ブ 第 

を ィ 意 レ 一  

^ ッ は ン 同  
る 帝 次 タ の

モ
ラ

ァ)

獨

逸

ェ
場

立

法

.(

報

齿 

し
た
。'而
し
て
此
の
勸
誘
狀

會
讅
題

I
S

は
、同

盟
罷

H

ビ

勞
働
組
合

(

報

吿

'者

シ

ュ
：

ノ )

住
宅
問
題

(

報
吿
者
工
ン
ゲ
ル

'

)

の

H
議
題

S

定 

の
如
く
で
あ
る
.。

國
及
び
其
の
文
化
の
將
來
は
、蓝
し
く
我
が
祉
會
狀
態

•か
最

近
k

於
い
て
如
何
な 

か

の

一
事

^
懸
る
又
乙
の
形
態
は
楫
び
有
識
者
及
び
富
者
並
び
^
輿
論
新
聞
及 

び
政
府
が
社
會
問
題
に
對
し
て
如
何
な
る
態
度
を
ど
る
か
の

|

事
に
：依
つ
て
決
定
す
る
、

<£
の
 

pr
#

t
も
つ
て
下
記
署
名
者
は
凡
ゆ

.る
政
黨

k
ff
l
す
る
人
々
に
し
て
社
會
問
！
に
身
し
_
、い 

ビ，道
義
的
熱
情
ど
を
有
し

si
に
こ
の
糊
題
に
於
い
て
は
絕
對
的
自
由
放
任
の
適
运
な
ら
ざ
る

士 t  

の 勸  

內 誘  

x す
る

も

の

で 

P
 

一
、
ニ

、
の
同 あ

か 依 の も  

、 つ 意 の  

け て ' 見 は  

ら よ 疏 分

れ う 通 離
た 一 を せ  

る 層 計 る  

諸 早 ら 諸

意ん
く

を
信
ず

：

る
も
の

.VJ

考
へ
ら
れ

.た
る
人

.々

^
對
し
て
、乙
の
討
_
會
參
加 

る
。
又
こ
、
^
招
待
せ
ら
れ
た
る
人
々
は
各
々
の
知
人
友
び
同
好
の 

感
者
を
乙
の
討
議
に
誘
わ
れ
ん
乙

V
5:
希
望
す
る
。

■

.乙の
招
待
狀
の
攀
名
者
が
討
議
の
結
果

^
付

S

て
希
望
す
る
所
の 

見
の
接
近
で
あ

6
、少
く

^
も
社
會
問
題
の
緊
急
な
る
諸
點
に
#
い
て 

ど
す
る

.に
あ

」

る
_。
我
々
は
こ

.の
諸

.問
題
を
具
體
的
に
取
扱
ふ
乙

^

^
 

乙
の
目
的
ヒ
邊
成
し
得
る
も
の
ミ
信
じ
，先
づ
令
囘
の
討
議
會
は

.次

^

^
問
題
を
限
定
せ
ん
ど
欲
す
る
ビ
。

(

前
承

)

>:
.

こ
の
討
議
會

k
付
い
て
の
特
別
の
準
備
は

.ェ
,
"
.クァ
ル
ト
、シュ：モ
 

招
待
狀
を
受
け
取
つ
た
人
々
の
乙
れ
^
對
す
る
囘
答
は
こ
れ
等
の
人 

も

の
ど
し
て
興
味
が
あ
る
。
例
へ
ば
、シ

:ュ
.
だ
ッ
ェ

•
デ
リ
ッ
チ
、パリ，ジ

メ

力

.ァ
の
諸
氏
は
不
參
を
述
ベ
、、、
、ク
フ
ェ
ル
、マッ：ク

'ス
.ヒ
.
\シ
：
ュ
、
ブ

ラ
；：V

:

ダ
：V

ブ

,

グ，フォン 

ゥ

ェ

デ

ル

，
マ
ダ

ク
ョ
ゥ
等
は
參
加
を
諾
し

作

.0
乙

れ
等
の
囘
答
は
ぃ
づ
れ
も
發
表
す
る
の
價 

値
を
有
す
る
せ
思
は
れ
た

0

:

(

シ
ュ
モ
ラ
ァ

)

、
そ
の
內
、ラ
ス
力
ァ
は

Z
の
討
議
會
の

a
旨

k
賛

银
.ニ

十

五

卷

(.1

四

七1
)

：
社
，會
政
策
學
會
の
成
立

^
シ
ユ.モ
_フ
ァ
の
社
會
政
策
职
理
.：

 

第
十
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ゥ 々 ラ 

ス の ア

ペ 諸 iこ 
ム 傾 委  

ベ 向 任

ゲ を 3 
ガ 物 れ  
r 語 れ
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社
宴
策
擧

#
の
成
立
€ 
.シ

ュ
モ
ラ
ァ
の
社會政策原理

 

六
0 

意
を
表

し

、最
初
は
參
加
の
意
向
を
示
し
た

： 0
ミ

ノ
ノ
ソ
ェ
ル
は
乙
の
計
齋
に
同
意
の
上
、今

G
乙 

そ
勞
働
者
の
狀
態
を
も
っ

.
て
實
際
的
活
動
の
對
象

、
5

 

k立
法
上
の
問
題
孟
す
可
き
非
常 

時
で
あ
る
ど
傳
ぇ
て
來
た
，

」

彼
は

M

k
具
體

.

.的問
、題

の
討
議
せ
ら
れ
る

?:
喜
ん
で『

國

家
の

干 

涉
及
び
そ
の
膦
大
の
問
題
は

乙

れ
を
原
則
的
妃
取
扱
は
ず
し
て
、個
々
の
場
合

k
於
ぃ
て
實
祭 

的
な
る
方
策
の
提
議
ど
共

^
論
ず
ベ
き
も
の
で
あ
る

』

ど
の

f

注
意
し
た
。
ゥ

H

デ
ぐ
マ
ル 

シ

.少
は
の
計
書
の
意
義

あ
る
を

0
め：
社
會
問

題
，
^

對
し
て
國
家
が
立
法
上
ょ
々
働

含

か 

け
る
を
も
っ
て
最
も
必

.
要

な

I

し
、
從
來
國
家

％

數
十
年
來
同
じ
く
法
制
上

£

い

て

社

會 

=
^匙
を
欽
雇
の
急
た
ら
し
め
最
早
、

自

由
k

か
放
任

V
J

か
の

呑

氣
な
原
則
を

以
っ

.

て
解
決
し
得 

せ
ざ
る
様
な
、情

f

作
ぅ
出
し
た
ど
指
摘

す

气

.
、パ

ム

ベ
ル
ガ
ァ
は
一
八
六
七
年
頃
、少
か
ら 

ず
®
家
社
會

主

義
的
傾
向
を

示
し
て
居
た

e

の.故
を

以
っ：て
、乙
の

招
待

狀
を

受
け
た

が

次
の 

庳
答
を
ょ
せ
た

。
.

『

予

は
國
家

I

っ
て
今
猶

.私
人
的
生
產
の
組
織
を
其
の
中
る
入
れ
ん

ビ 

す
る
の
明
發
、能
力
•巧

言

缺

け

る

も

の
士
信
ず

る
、こ

の
種
の
提
案
を
成
す
敎
理
の
中

k

は
最 

近
に
至
つ
て
漸
く
得
ら
れ
た
る
諸
結
果
、又、自
凼
移
動
、職

業

自
由
、結
婚
自

®
、自
由
交
お
®
可
取 

經
令

撤
廢
等

K
關
し
て

經
濟

上
の
方
面

k
得
ら
れ
：た

る
.

諸
立
：法
の
反
動
的
廢

棄

を
必
ず
や
結

1II；
I
I
I
I
i
I|
唆

R 之 國 の

果
す
可
き
諸
原
理
の
存
在
を
認
め
る
。
予
は
解
決
策
の
筱
見
ょ

6
も
寧
ろ
疑
問
ヒ
希
望

VJ 

理
由
を
以
つ
て

全
社

會
組
織
を

科

學
及

び
政
策
.の
指
導
の
下
に
問
題

ビ
し

、
こ

れ

R

依
つ
て 

家
^

對
す
，る
種
々
の
攻
擊

k
武
器
を
借
す
に
至
る
が
如
き
逾
大
衣
る
責

ff
i

R
對
し
て
自

ら 

を
避
け
ん
ヒ
す
る
。

』

シ

--
1
-K

ツ

£

ァ
リ
ッ
チ
は
保
守
主
義
者
及
び
內
.地傳
道
派
ど
事
を
共 

ず
る
ド

#
慨
し
、か

，

る
.傾
向
は
自
助
主
義
、協
同
組
合
精
神
に
再
び
攻
擊
を
與
ふ
る
も
の
な
ぅ 

ど
し
た

;0

か
ゝ
る
返
書
ょ
ぅ
推
察
す
れ
ば
、明
ら
か

k
此
の
哥
窬
發
案
者
に
對
し
て
新
聞
紙
が
加 

き
突
擊
の
豫
感
が
無
く
も
な
か
つ

.
た
。
：し
か
し

®
等
は
若
々
し
き
確
信

^
滿
ち
て
、拒
絕 

R
毫
も
搖

r
事
な
か
つ
た
。
斯
く
し
て
七
十

1

一
年
十
月
六
日
ァ
ィ
ン
ゼ
ナ
ッ

、ノ
R
ff
l

期
的 

會
問
題
討
議
會

」

が
開
催

3
れ
た
の
で
あ
つ
た

。

'
,
'
_

锻
起
人
の
一
人
の
故
を
以
つ

.
て
ダ
ス
タ
フ
‘シ
ュ
モ
ラ
ァ
は
開
會
の
挨
拶
を
の
ベ 

普
通

、
：
u
i
e 

R
e
d
e

 

zur 

E
r

o:ffnung 

der 

B
e
s
p
r
e
c
h
s
g

 

liber 

die 

Sociale 

F
r
a
g
e

 

in 

Esenach;

ら

る
、，
も
の
で
あ

 

'
社

#
政
策
學
會
の
目
的
を
物
語
る
雄
辯
な
記
錄
ど
し
て
殘

3 

此
の
會
議

^
出
席
す
る
者
、凡
そ
百
五
十
餘
名

•主
ど
し
て
講

»
社
#
主
義
者
傾
向

第
二
十
五
卷

.

(. 一

四
七
三〕

.肚會
政
滨
學
會
の
成
立
ビ
シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
原
现

 

第
十
號 

六 攻 ふ

擊 可

の れ ど た  

も て し °
な

「

社

之
れ
、
 

て
知 

ゐ
る
。
 

の
を



十
I
 

a

s

s
 

I
政
_

會の

_

ミ
シ
.
2ラ
ァ
の
層

I

原
理
.

笫
十
號
六
ニ

集

め
た

ビ

云
へ
る

o

シ
ュ

^

ラ
ァ
の
挨
拶
中

R

i
;6
*

k
、目
的
は
•反
扭
由
生
■義
の
同
志
の
糾 

合
及
び
中
、ん
職
齡
の

S

お
^
つ
た
。

シ
；ュ
モ
ラ
ァ
の
挨

■

の
中
に
は
、自
*
放
任
主
義
を
雛 

じ

2

R
國
民
經
濟
會
議
を

c
v
b
l
k
l
r
t
s
c
h
a
s
i
c
h
e

 

K
g
g
r
e
s
s
>

攻
擊
し
て
ゐ
る
。

此
の
所
謂
自 

*
放
任
主
義
の
中
心
機
關
は

今
ゃ
中
心
的
指

S

?

、又
は
、

T

し
、グ
ジ

ン
ス
•
ス
ミ
ス
、フ

, 

ゥ 

'
、
、

ァ
ゥ
ル
フ
フ
ラ
ゥ
ン
ェ
ラ
ス
等
の
頑
迷
な
る
を
除
け
ば
，他の
關
係
者
は
い
づ
れ

f 

王
矿
历
月
上
ょ
ぅ
之
れ

k
參
办
し
て
：Q

る
漭
で
な
く
、僅
办

^
人
事
的
關
係
化
ょ
.つ
て
結
び
つ 

S

て
ゐ
る
丈
け
で
、多
く
の
者
は
、祉
會
間
題
の
緊
急
化

ビ

獨
逸
帝
國
の
成
^
及
び
を
の
將
來
に 

颠

S

て

2

し
く
刮

nil

し
つ
、
あ
る
。
故

k
國
民
經
濟
會
議
は

1

5

實
踐

2

S

い
 

て

S

問
題
の
解
決
£

し
て
は
不
適
無
能
な

I

み

f

ず
、其

s

s

 

i

f
れ
莖 

强
固
の
も
：の
で
は
な

广
0

故
に
そ
れ

^
反
す
る
新
し
い
諸
傾
向
は
、當
然
古

含

酒
囊

k

之
れ
を
盛
る
可

か

ら
ず
、罾
し
さ 

統

一
、

的
集
會
、實
際
的
補
關
を
要
求
す

る
.

の
で
あ
る
。
之
れ
に
ょ

0

て
の
み
、

人

々

は

輿

論

I

 

方
し
立
法
上
の
趨
向
を
左
.右
し
て
、社
會
問
題
解
決
の
目
的
を
達
成
し
得

る
。

然
し
乍
ら
、新
し
き
傾
向

^
志
す
人
々

'

V

雖
も
決
し
て
凡
べ
て
ド
於
い
て
意
見
を
一
つ
こ
し

，.證

^

^

^

袅
 
_

l^

L-
.
s
g

^

議
^̂
^

ネ

 

I
至
A
t を尤一

‘
I
I證
^
^
^

で
办
る
ど
は
云
へ
な

K
反
マ
.ンチ 

る
事
の
困
雛
の

一

つ
は
其
の
複
雜 

目
3

れ
た
諸
敎
授
及
び
諸
學
者
は 

政
鐵
^
屬
す
る
も
の
で
あ

る

が
* 

|黑
或
ひ
は

MI
:
會
主
義

陣

營

^
屬
す 

る
可

A
Uで
あ

る
。

,

ア
ィ
ゼ

ナ

ッ

ハ
の

#

議
k

あ

6
. 

果
を
し
て
、今

や
漸
く

緊

要
ど
な
つ 

も
の
で
.あ
る
が
、根
本
的

m心
想
の

1 

で
は
な
い

o

不
必
要
な
る
範
圍
に 

無
く

-て
は
な
ら
ぬ
？
之
れ
を
シ
ユ 

:

同

會
議

の
成
立
に

參
加
し
た

る

る の 大 な み- 
者 關 體 る ス  

^ 係 I t 政 タ  

雖 i こ 於 治 ァ  
サ、 於 い 的 派 : 

其 い て 黨 X  

の て 其 派 し  

溫 特 の 的 て  

健 傾 . _ 知* 

な 宏 向 係 ら  
る 々 i/こ I t れ 

者 す ，近 あ て
は る い _る. ..ね. 
此 要 ゼ ° る 

の は 恩 講 人  
機 な は 壇  々
會 い れ 社 を  

に ° る 會 糾  

當 故 中 主 合  

然 丨 こ 間 義 統

1

す 
者

ビ

派
の

ッエント招
か

も 實 諸  

決 せ 問  

定 し 題  
し め を  

得 ん 取  

ら 事 极  
る を ひ  

ゝ 期 其
も す の  

の る 成

て
は
、原
則
論

..を排
し
て
具
體
：的 

i

た
立
法
上
の
具
體
案
^
結 

致
な

X
し
て
、如
何
在
る
具
體
案 

及
ぶ
原
理
鬪
爭
は
無
用
匁
あ
ら 

モ
ラ
ァ
は
說
明
す
る
。

發
起
人
冲
に
は
獨
逸
大
學
に
於 

學
の
擔
當
者
が
あ
.ぅ
統
計
學
者
が
あ
り
は
す
る
が
、根
本
的
原
理
に
於
い
て
は
皆
其
の
所
信

t 

.
1

C
V
Rし
て
、此
の
事
業

^
從
事
し
て
ゐ
る

。
，

.

.
,
.

笫
ニ
十
五
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1

四
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4
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,社
#政
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學
會
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成
立
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シ
：ユ
モ
ラ
ァ
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社
會
政
策
旅
理
：
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5

が
根

本
原

則
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が

け
る

經

濟

學

法
學

及
び

史
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第」

號

コ

即
ち
國
家
觀
上
に
あ
り
て
は

.自
然
法
說
、人
權
說
を
排
す
る
ど
共

^
國
家
絕
.對
說
を
も
拒
否

す
る
膝
家
は

- *
的
沉

1/
の
內

^

生
起
す
る
、人
類
敎
養
の

^
<規
模
な
る

»

理
的
制
度
で
あ
る
。

國
家
は
超
階
級
的
で
あ
る
が
故

^

、階
皴
的
利
己
關
心
の
鬪
爭
の
埒
外
に
あ
つ
て
、之
れ
を
間

^
 

.し
な
け
れ
ば
な
ら

g
。
：

'

經

«
2
£題
に
あ
つ
て
は
年
來
の
生
產
上
の
大
發
展
の
貢
献
を

0

定
す
る
者
で
は
な
い
が

^
 

れ
ど
共

^
生
じ
た
歡
毽
は
分
配
の
不
公
疋
不
均
當

で
あ
つ
て

^

れ
.

隨̂

#

し
て
、下
層
^
诚
及 

び

®
會
全
舣
の
偷
妞
的

a
會
的
節
義
敎
化
の
著
し
く
低
下
し
て

p

S

事
で
あ
る
。
社

#
論

k 

K

S
て
最
も
寬
耍
な
る
は
、此
の
經
濟
組
織
又
は
生
產
組
織
く
其
の
他
の
生
活
組
織
、殊

k

1
神 

^

狀
が
ど
の
辟

^
最
も
肝
要
な
る
心
现
的
統
ニ
の
存
在
を
認
識
す
る
事
で
あ
る
。
單
な
る
勞 

働
者
の
經
濟
問
題
は
、そ
れ
程
重
要
で
は
な

S
、

然
し
乍
ら
、巨
大
な
富
を
生
産
蓄
積
し
#
る
社
會 

k
あ
つ
て
，之
れ
化
俾
ふ
、精
神
的
社

I

的
醇
化
が
な
い
場
合
、此
の
新

®
會
は
未
だ
、新
し
き
組
織 

€
し
て
究
成
し

>.
1柄
た
ど
は
云
へ
な
.ぃ

。

”
寧
ろ
、今
日
の

.如
◊
階
級
的
對
立

S

甚
し
く
鬪
骄
的
氣 

分
の

&

烈
な
る

^
於
い
で
は
、社
會
の
統

f

性
は
攪
亂
せ
ら
れ
て
、凡
ベ
て
の
生
活

R
於
ぃ
て
ニ 

つ
め

#

反
撥
す
る
勢
力
が
措

.抗
し

-M
に

«1
:
會
革
命
を

«

て
*
會
文
化
を
滅
ぼ
す
に

i
ら
ぅ
。

■-
.

;

.

.

■

•

之
れ
が
最
も
懸
念
す
可
き
も
の

^
し
て
、社

♦
改
良
は
、此
の
點

R
注
目
し
て
、下
層
階
級
の
向
上 

敎
化
宥
和
を
は

か

う
_、双
つ
て
社
會
及
び
國
家
の
餌
織

R
融
合
し
て
，調
和
靜
謐
た
ら
し
め
ね
ば 

な
ち
ぬ
。

:

社
會
の
實
際
は
決
し
て
各
人
平
等
で
な
い
、從
つ
て
社
會
主
義
的
均
當
化
を
以
つ
て
社
會
理 

想
ど
す
る
を
得
ぬ
。

|1
種
の
存
在
が
あ

A

一
 

つ
ょ
う
他
へ
移
う
上
る
事
の
.容
易
な
る
形
體
の 

階
級

M

そ
社
會
の
最
も
健
全
に
し
て
正
常
な

る

形
體

S

云
ふ
を
得
ょ
う
。
今
日
の
社
會
ば
、此
 

の
階
段

^
し
て
み
れ
ば
、上
部
ミ
下
部

^
が
.著
し
く
增
大
跟
化
し
ズ
中
段
の
極
め
て
脆
弱
な
壤 

は
れ
：き

.
^

も
似
た
，寒心

.す
可

&
有

«

で
あ
る
。

3

れ

ば
、吾
人
は
社
會
の
瑰
狀

R
不
滿
足

V
J

は
云

.へ、又、社
會
改
良
の
諸
計
畫
を
藏
す
る

V
J

は
 

云
へ
、現
代
文

化

の
悉
く
を
否
定
す
る
社
會
主

.義
的
企
圖

R

は
賛
成
し
な

K

0

史
の
偉
大
な
る 

進
步
は
數
千
年

R
永
墓
働
の
所
産
な
る
が
故

k
、又、大
衆
の
確
信
及
び
習
俗
に
深
く
根
ざ
せ 

る
現
存
せ
る

.も

.の
は
新
來
す
■可
き
も
の

R

對
し
て
、强
度

な
.
る
.柢
杭
を
行
ふ
も
の
な
る
が
故

R

、
 

ぁ
ら
ゅ
る
方
面

に

於

い

て
現
存
せ
，る
も
の
を

以

つ
て
、改
革
の
基

■礎
ど

.

.

し
て
行

か

ね
ば

な
ら
ぬ
。
 

社•會
改

良
：
計
畫

'
の
針
路
は
。斯く
現

.
存
せ
る
も
の
、
基
底
の
上
^
立

た
ね
ば

.な
ら
ぬ
。.職
業
の
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社
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'

第

十

號

六
六

自

戍

を

®

し
或

a
は
賃
勞
働
制

度

の

改

廢
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い

®
す
る

R
吾

y
は
蜀 

傭

が

原

切

論

ks

激
し
て

著

し
&
弊
害

の

發

生

及

び

增

大

k
目
を
閉

.ぢ

人
ど
は
爲
し
将
な

(

o

 

故
れ
自
由
を
尙
ん
で
、勞
働
者
の
所
謂
自
由
契
約

^

ょ
る
被
搾
取
の
事
實
を
無
視
し
樣
ヒ
は

®

 

は
ぬ

.

.

自

^
!は
^
に

公

共

的

糈

剐

公

共

的

利

#
に

ょ

つ

て
統
制

さ

れ
ね
ば

な

ら

ね

、之

の

流

//
!
! 

の

fl,

國

蒙

S

的

？

涉
す
气
し
か
し

國

家

は

含

其

？

 f

中

k
自
か
ら 

避
け

て
，唯
其
の
成
績
を

公

^
す
れ
ば

い

、
。

斯

く
の
如
く
し

て
、工

場

立

法

、殊

混

入

す

る

事

を
 

に

エ

揚

監

督

官
 

上

^

腐

心

す

る 

:

蚤

社

會

#

個 

而

し

て

此

の

现
 

せ

し

め

ん

せ

す 

で

あ

る

。

シ

ュ

乇

ラ

ア

會

®

度
保
險
管

到
局

.等
to
提
廣
が
熱
心

^
主
張

^
れ
る
。
又
勞
働
者 

か
故
に
其
の
住
宅
關
係
、勞
働
條
件

へ
.の
忠
實
な
る
注
視

を

怠
つ
て 

人
ど
並
ん
で
國
家
は
、斯
く
の
如
现

想
化
精
進
す
可
き
時
代
責
務 

想
ど
は
、國
民
大
多
數

を

し

て

文
化
の

h

い
高
さ

所
產
、
敎

養
及
び
福 

る
寧

0.
外
、他

k
あ
ぅ
得
な

S

、之
れ
世
界
歷
史
の
.中
に
含
ま
れ
る
大

.-
の
挨
播
に
巍
は
れ
る
此
の
會
議
の
目
的
及
び
性
質
は
以
上
の
ぶ
く 

i f

は
此
の

&

牴
k

次
ぃ
で
大
食
議
長

k

、國
民
經
濟
會

_

の
有
力
な
る

一
員
、グ
ナ

イ で な 祉 を は の
ス あ  る i t 有 な 敎

ト る 理 參 す ら 養  

敎 想 加 る ぬ 向
o o

睽
を
選
ん
で
議
事

k

入
つ
た

0

#-
議
は
被
招

#-
者
^
の
み
開
か
れ
た 

ベ
て
の
參
加
苕

k
八ム開

3
れ
、各
人
は
討
論
希

_

の
申
請
*
を
持
つ
て 

ど
す
る
內
、討

_
通
告
者
の
數
は
五
十
名
を
：算し
た
。

グ
ナ
ィ
ス
ト
が
議
長
.，ど
な
つ
て
載
事
は
ブ
レ
ス
ラ
ゥ
大
學
敎
授
ブ 

R
對
す
る
報
吿

ド

開
か
れ
た
。
第
一
日
は
之
れ
に
續
く
討
論
.及
び
第 

の「

同
盟
罷
エ

ビ
勞
働
組
合

」

化
關
す
る
報
毋
及
び
其
の
_討
論
を
以
つ
て 

月
曜
日

)

は
前
日
の

.
シ
ュ
モ
ラ
.て
の
報
吿
討
論
を
續
行
し
ボ
化
第
三
報 

ン
グ
ル

R
及
ひ
同
じ
く
其
の

M

論

？:
終
了
し
て
午
後
十

K

It
b

の
最
彻 

k
終
了
し
た
。
ノ

-
此
の
會
合
に
於
い
：て
は
、各
報

#
者
の
結
論
：：及
び
提
案

^
就
い
て
，正
式
の
投
翦
採
決

^

ょ'る
 

'決

«
を
跺
ら
な
か

0
た
。
其
の
理

.ff
i
は
*

「

社

#

問
題

'討
議
會

」

召
集
.の
 

一

al
rl
l
が
、

「

■

種
'の
意
見

を 

開
陳
む
、討
議
し

、以

.つ
て
其
の
接
•近
を

訐

る

JR
ぁ
る
：を

K

つ
て
、若
し
正
式
に

「

決
議

」

を
作
成
す
る 

R
於

s

て
.は
、出
席

.者
ば

#

別
の
拘
束

^
受
.け
一
る
事

C

な

6
;

初
め

^
定
：めた
る
形
式
士
違
ふ
る 

事

k
女

.る
'

.

ヒ
云
ふ

^:

ぁ
：り
た
。

故
に

'各
報
餘
者
の
提
案

^
就
い
て
は
、正
式
の
投
惡
採
決
を
行

饿
ニ
.十
五

卷(
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^

«-
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Q

た
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六
十
名

^

垂
ん

レ
ン
タ
ノ
の
エ
磁
立
法 

ニ
報
吿
者
シ
ュ
モ
ラ
ァ 

終

ぅ

、第

二

日(

十

月

七

日 

t
住

宅

問

題」(

報

舍

者

エ 

の
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議

#

は

大

成

功

裡

:
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社
會
政
策
學
會

©成
立

5 

SラK

の
■社
會
政
裝

M
理

.
'

卞
卜
^

〜

は：
^
唯
"そ
れ
を

.

.總括
整

.理

.す
る

^
ー.止

ま

：
つ
：：
た
。
.':
.

.

.
"

第
一
日
の
議
事

.

.日
|程
の
終
：，了

^
.先

立

0

て
‘、此
の
種
の

.會
議
を

.

.翌
^

せ
ら
れ
、翌

.年
の
此
'の
種
の
會
_

「

社
會
改
良
協
.會

J

R
對
す
る
举

«

#

員

#

を
：設
け
る
事
ど
し
、ア 

ィ
ゼ
ナ
ッ
ハ
；討
議
會

.の
創
立
委
員
を
中
心
：？
：し
：て
觅
：

^

數
名
の

'
委
：員

5:
加
へ
、全體
を
ニ
十
六 

名
ど
し
た
。

(

詳
し
く
は
ア
ィ
ゼ
ナ

^

,
ハ
社
會
問
題
討

.晴
會
議
事
錄
、

|

六
ニ

’
i

1六
三
頁
參
照

) 

而
し
て
避
等
の

委

員
は
翌
年
の

_
大
會
準

備

S

共

に

恒
久
的
會
議
設
立
の
事
務

R

當
る
事
^
な
 

っ
た
。：

:
.
.

.

ア
ィ
ゼ
ナ
、

ハ
討
議
會

R

#
す
る
世
評
は
，如
何
で
あ
つ
た
か
、シ
テ
モ
ラ
ア
は
其
の
唯
測

 ̂

於
い
て
、

I

般
の
攻
擊
を
豫
感
し
て

Q

た
。
.
.し
か
，

L
i
K
. 

n

ゾ

ラ
ー
ド
著
の

ah
會
政
策
學

會

rc
於 

S

て
は
、漸
く
世
評
の

.好
轉

.し
た
旨

^

#
ベ
ら

.れ
て
ゐ
る

0

講
壇
社
會
主
一
義
派
の
機
關
紙

、ノ

ム
 

ブ
ル
ガ
ア

‘
コ
レ
ス
ボ
ン
デ
ン
ト
紙
の
稱
讃
は
間
題
外
で
あ
る
？
同
紙
は

■日ふ

『

誇
張
す
る
事
な 

し

^

ー
八
七
ニ
年
十
月
八
日
か
ら
十
八
日
迄
の
間

^
、過
丧
、ラ
ナ
ー
ぐ
シ
ユ

,
ッ

H
^

寧

?:
隔 

て
る
十
年
來

R
於
け
る

「

ょ
ぅ
も
、一
層
多
く
社

#

問
題
に
就
ぃ
て
書
か
れ
、且
，

S

.
咬
れ
た
。

』

輿 

論

^
,與
へ
た
影
響
は
相
當

R
廣
沉
で
勞
働

者
..

間
題
、殊

K

ア
ィ
ゼ
ナ
ッ
ぐ
討
議
#
で
目
ざ
し
た

樣

R
、勞
働
.者
の

生
活

實
狀

R
就
.い
て
の
所
說
が
暫
く
の
間

日
常

會
話
を
支
配
し
た
。
而
し
て 

其

の

調
子
も
從
來

の
そ
れ
ビ
異
つ
て
、

少

衣
か
ら

ず
勞
働
者
侧
に
好
感
を
有
す
る
も
の
、
そ
れ 

で
あ
つ
た
。

其
の
外
、伯
林

の

工
場

監
督

食

制
度
の
設
立

は

、普
魯

M
政
府
が

_
 
M

0

會
圭
義
に 

錄
し
て
好
感
を
有
し
て
ゐ
た
爭
情
か
ら
す
れ
ば

3此
の
討
議
會
^
其
の
成
立
を
負
ふ
所
少
な
し

ビ

は
云
へ
な
い
。

此
の
工
場
監
督
官
，制
度
：の
反
對

■は

o 

•ゥォ
ル
フ
、ォッ
。
へ
ン
、
ノ
ィ
ム
等

k
あ

.

.

.

. 

>

.げ
ら
れ
生
產
の
障

-

替
負
擔
ど
な
る

V
J

云
は
れ
た
け
れ
共
、一
般
の
傾
向
は
之
れ
を
支
持
し
、就

中、
 

數
グ
月
以
前
迄
は
全
然
、考
處
に
上
：つ
て
ゐ
な
か
つ
た
問
題
だ

£
觀
ら
れ

^
。

(
「

社
會
政
策
學
會

j

成
立

.

)

ァ
ィ

.，セ
ナ
ッ

\

R
於
い
て
選
出

3
れ
.れ
委
員
會
は
七
十
三
年
五
月
三
十
；一
日
社
會
政
策
學 

會
設
立

k
關
す
る
檄

?:
發
表
し
た
。

一
 

-

現
在
の
產
業
社
會
を
页
に
繼
續
發
展
せ
し
め
ん
ど
す
る
企

*
'の
裡
^
、他
方
ド
は
資
本
ど
勞 

_ 

働
ど
の
間
ル
於
け
る
闘

#
_が
.危
急

「

の
脅
威

5:
與
：へ
つ

‘
.、
發
生
し
て
來
，る
。

吾
人
は

.ミ
、
に
國 

一
 

家
.及
び
社
會

k

對
し
て
平
和
⑽
改
革
の

^

迫
サ
る
責
務
を
主
張
す
る
。
其
の
爲
め

R

は
先
づ 

.
勞
働
者
の
生

.活
實
狀
及

.び，勞

‘働
歷
傭
者

'ど
の
：
_

拉
等
を

^
^

第二十五

卷

;

a
四八

一
)

■■
:
.社
會
政
策
學
會
の
成
立
メ
シ
ュ.モラ
ァ
の
肚
脅
政
策
原
现
 

，第
十
號

人

六

九

:
：

.

,

 
: 

: 

.

'
.

.

'

.

I 

一

； 

: 

'.

_ .
 
.
 

: 

j-



第二十五

i
v (

I
P
Aニ)

社脅政策學會

.の成立

.

.？Vr
f

モ.
ラ

ァの社舍政策原理

 

第

十

號

七
0

が

*1
®

の
敎
化
の
必
要
を
確
立

’し
、又
其
の
隆
盛
；な
る
發
展
を
支
持
す
る
必
要

•
か
あ

爭

9 

諸
黨
派
間

R
あ
ら
ゆ
る
了
解
を
進

©

せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

同
揉

k
國
民

保
，
健
、
國
民

敎
育
、交

通

#

社
企

業
、狙

税
等
の
諸
組
織
の
如

&
、他
の

If
:
會
的
、

經
濟 

A
時
事

R
題
を
考
皮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又、吾
人
は
部
分
的

^

は
相
對
立
し
、不
均
等

^

JS 

大‘な

る

#

別
的
關
心
の
無
制
限
な
る
開
展
が
全
體
の
幸
福
を
保
證
す
る
も
の
に
非
ざ
る
事
，

共 

同

®
會
の
糈
刺
及
び
人
道
心
の
要
求
が
經
濟
生
活

k
:於
い
て
も
其
の
作
用
を
許
^
れ
ね
ば
な 

ら
ぬ
事
、更

R
あ
ら
ゆ
る
關
係
者
の
疋
當
な
る
利
害
を
保
護
す
る
爲
め
に
國
家
が
充
分
な
る
計 

£

の
下
に
干
涉
す
可
さ
事
を
今
や
時
沏
を
誤
ら
ず

k
、覺
醒
せ
し
む
可
さ
事
、等
に
對
し
て
確
信 

を
：有
す
る
，
で
あ
る
。

斯
.く
の
如

&

國
家
の

配

處
を

®

人
は
、
'

時
的
臨
機
の
處
置
又
は
弊

®

ヾ

」

考
へ
な
い

、
.
ろ
現 

代

^

於
け
る
吾
々
國
民
の
最
高
責
務
の

一

つ
を
充
た
す

も

の

ビ

考
へ

る。

此
の
責
务
を
遂
行 

ず
る
事

k

i
 
0
て.、各個
人
の

'利
己
心
及
び
：

I

階
級

'の
身
邊
の

.利
害
等
は
、全
體
の
恒
久
的
最
高 

の
規
定

R

服
屬
す
る
事

^

^
る
。 

.

，吾
人
は
、勞
働
厘

傭

者
i

働
者
、理
論
寒
ど
實
際
家
、等
の
間
に

JE
親
な
る
姐
想
的
凌
換
を
爲

す
事
は
、疋
し
く
、

一

つ
の
了
解

k
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る

ビ

思
ひ
、前
會
議
の
參
加

_渚
.及
.び
あ
.ら 

ゆ
る
同
志

•殊

k
行
政
關
係
者
の
、今

Z
ゝ

k
成
立
せ
ら
れ
：ん

ヾ

」

す
る
學
會

^
加
入
せ
ん
_
を
希 

M
す
る
も
の
で
あ
：る

。(V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n

 

des 

v
e
r
e

p-s 

fc:
r suzialpolitik.am 

1
2 

u
n
d

 

1
3 

October 
1
00
7
3 

I
L
e
i
p
z
f
g

 

I
8
7
4
R

ょ
る

)

此
の
檄
の
公
布
後
、準
備
委
員
は
：同
年
十
乃
十

一
一
日
4?
び

ァ

ィ
，セナ

ッ

々
R
大
#
を

開
き

^
 

に「

社
會
政
策
學
會

」

の
.規
約
が
其
の
大
兪
に
上
程

3
れ

IE
式
に

「

社
會
政
策
學
會

」

の
成
立

?:
み
た 

の

で
あ
る
。
吝
れ

一
八

.七
三
年

t

月
十
三
日

(

月
曜
日
商

.大
會
第
三
：會
議

^

於
い
て
ヾ
あ
つ

た
。

:

此
の
大
會
に
於
い
て

は
、冉
び

ダ

ナ

ィ

ス
ト
が
選
ば
れ
て
議
長
に
な
つ
た
。
前
囘

k
選
出

 ̂

れ
た
委
員
會

は
、本
大
會
の
用
意
及
び

恒
：久
的
學
會
成
立
の
準
備

R

努
力
し
た
の
み
な
ら

ず
、®. 

R
本
大
會

k

於
け
る
報
街
^
關
す
る
事
證
資
嵙
等
を

蒐
集

し

印
刷

^

附
し
て
參
邡
者
^
配
布 

し
、以
つ

.て
：大
會

^1
議
上
に
於
け
る

.便
宜
を
計
る
の
勞
を

V 」

つ
た
？

此
の
大
會

k
於
け
る
報
：吿
課
題
は
、

「

工
場
法
施
行

.に
關
す
る
調

5

株

式

會

社

問

題」「

調
停
局
及 

び

仲

，
裁

裁

判.所」「

直

接

對

人

課

稅

問
M」

等
で
あ
つ
た
が
寧
四
の
題

&

は
其
.の
翌
年
の
大
畲
に
延 

期

3
れ
た

°

第

一:

議
題
の
主
報
告
者
は
フ
ラ
ィ
ブ
ル
タ
大
學
敎
授
ノ
ィ
マ
ゾ
博
土
、副
報
#
者 

第一一

十
'五
.卷

C
I

四八

S
 

'

社
會
政
锻
學
會
の
成
立
？
ィ
ユ
.モ
ラ
ア
の
社
會
政
，策
原
理
，
 

' 

第
十
號 

七
，

1



笫
二
十

2/
.
各

(

一
’四
八

m

)

祐
會
政
策
學

.會

.の
成
立

t?

シ
ュ
乇

.
ラ
ァ
の
社

#

政
^

^:
现 

第
卜

^'
t

一
 J

'
ル
ー
：ドゥ

^

ッ
'
ヒ
•
ゥ
：
す
：ル
：フ

‘
第
ニ
議
題
は
主
報
街
者

•伯
.林
大
龜

.

.敎

授

A 

•て
グ
、ナ
ァ
博
士
、副
報 

♦

者
ゥ
キ
ー
ナ
ァ

‘、第

3

議
題
：は主

■報
，吿者
、

.マ
ッ

.ク
ス

.
ヒ：
ル
シ

'
'
博
士
、副報
耑
者
ブ
レ
ス
ラ
ゥ 

大
學
敎
授

L

>

,レ
シ
タ
ノ
博
：士等
で
あ
っ
て
、今
同
は

.決
議
ド
就
い
て

一 :

々

採

決

を

，與

へ

て

ゐ 

る
0

尙
ほ
本
大
會
に
就
い
て
自
立

.つ
た
の
は
議
題

0

提
出
方
法
.が
極
め
て
限
定
的
で
あ
つ
た 

事
で
ぁ
る
、例
へ
ば
第
一
議
題
に
就
い
て
は

『

エ
揚

.法
の
作
用

k

關
す
る
調

S

は
如
何

S

る
方
法 

k

於
い
て
用
意
す
ベ

&

が』
V

提
出

3

れ
、其の
翌
每
に
延
期
せ
ら
れ
た
第
四
議
題
の
課
題
は

『

我 

國
現
在
の
直
接
對
人
課
极

|:
、公

iE
の
原
則
及

.び
IM
W

J1
の
利
害
の
疋
當
な
る
評
價
の
原
則
に 

合
し
て
最
も
適
切
た
ら
し
む
る
可
く
改
良
す
る
方
法
如

.何』

ど
あ
つ
た
。

本
大
會

.の
節
ニ
日

k
於

y

て
議
決
さ
れ
た
、社
龠
賦
策
學
會
規
約
は
大
略
次
の
如
べ
で
あ
る
。

學
會
の
事
務
は
ニ

'十
四
名
の
常
仵
委
員
會

(
補
充

.追
加
す
る
を
得

^

黍
ね
ら
れ
、此
の
委
員

# 

は
.委
員
長
、書
記
及
び
會
計
並
び

^
そ
の
代
表
者
等
を
其
の
中
ょ
ぅ
選
出
す
る
。
其
の
事
務
は
、
 

大
會
に
ょ
つ
て
議
決

^
れ
た
決

,

の
實
行

k
就
い
て
配
虛
す
る
：«
報
费
書
議
案
の
印
刷
等
を 

行
ふ
、页

R
次
期
大
會
の
時
日
場
所
を
定
め
、其
の
必
要
な
る
準
備
を
行

a

m
め
大
會
議
事

B
程 

を
作
製
す
る
、殊

k
大
會
附
議
の
問
題
を
定
め
、報
告
者
を
指
名
し
、能
ふ
可
く
ん
ば
、報

#
、事
證

S

案
等
豫
め
印
刷
に
附
し
て
ー
般

^

配
布
じ
大
會
議
事
の
便

^
資
す
る
事
、等

で
あ
る
。

倚
學
俞 

の
事
務
所
は
番
記
の
居
住
地
ど

定
め
ら
れ
た
。

®
一
同
の
書
記
は
ァ
ド
，
フ
ニ
，
ド
で
あ
っ 

た)

大

會
の
議
長
は

其
の
大
會
の
出
席

.會
員

k

よ
っ
て
役
票

k

よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
本
辱
會
の 

會
費
は

一

年

十
馬
克
、終
身
會
員
は

一
時
金
兰
百
馬
克
ヒ
し
、會
員
は
大
會
に
參
加
、議
事
に
投
票 

權
を

有
す
る

の
み
な
ら

ず
"同
學
會
の
印
刷
物
の
無
料
頒
布
を
受
け

.る。

尤
％

大
會
出
席
^
就 

lr
て
•其
の
特
別
費
用
は

®

員
會
の
決
議
に
よ
つ
て
會
員

^
負
擔
せ
し
め
ら
る
、
事
が
あ
る

。
.

.

二
十

.四
名
の
®
員
よ
ぅ
爲
る
常
任

0
員
會

は

、年
々
十
二
名
づ
っ
の

®

員
?:

交
替
改
選

1

る
 

事
ど
し
、此
の

大
畲
に

於
い
て
は
、從
來
の
委
負
を
杣
籤

^

よ

っ
て
十
ニ
名

^

減
ず
る
事
ど
し

、
11 

に
新
し
く
十
二
名
の
委
員

?:

追
加
任
命
す
る
事

^

な
っ
た
。
委
員
改
選

^

際
し
て

?-
選
を
妒 

げ
な
い

o

'

斯
く
し

.

v

先

づ

最
初

に

殘
る
可
き

十

一一

名
の

委

員

及

び
新
規
化

契
約

^
よ

A
選

.出，
3
れ
た 

十
二
名

.の
委
員
：：
は，同
大
會
報
吿
書
厶

.五
〇

.頁
並
，び

^
.
:

I 
.九
四

頁

記

..載

の

f

で
あ
，
る、
殆
ざ
全

部

が
.

#

選
：で

舊

委
.

員
：通

、り

で

あ

づ

た
，

' 

.

斯
.ぐの

如
く

..

し
，：V

、「

社
：會

政

策

■學
會

」

は
.遂

R
成
立
し

.たの

.で

.あ
る
。

本
學
：會
.が
夫
會
の
議

事

第

-:
十

五

卷

(

ー
四
八
五
し
：
社
會
政
：策
學
會
の

.成

.立
ミ
シ
ユ
乇
ラ
ァ
の
郎
會
政
策
原
现 

第
十
號 

七
三



笫H

十
5
 

(
一

四
八
六)

社
會
政
讀
會
の
成
立
ま

4
モ
ラ
ア
の
社
會
政
策
原
理 

I
 

及
び
課
題

を
出

來
得

る
限

i

體
的
な
問

題

k

局
限
し
た
課
題
方
法
及
び
印
刷
物

k

ょっ。て
 

討
議
及
び
研
究
の
利
便
を

圖
ぅ

た

る
が

如

I

、最
も
效
果
多

い
も
の

U

れ
ば
な
ら

の
。
 

殊

S

者
は

2

物
£

エ

般

市
？

頒
J

れ

S

S

S

動

s

f

知
ら
し

ひ
 

る
ミ

共

£

(

論
の
吸
則
に
資
す
る
所
が
あ
っ
た
。

即

ち

i

s
 

t 

f

 

S岸

S

I

P

I
 

ど
稱

し
て

S'
數
十
卷

k

上
る
類
書
は
之
れ
で
あ
る
。

一
八
七
三

2

宴

J

 

S

S

S

S

S次

s

で
大

f

開

s

 

w

來
た

。

f

 

J

八
七
阻
年
常
任
委
員
會
の

.主
席
は
グ
ナ
イ
ス
ト
退
い
て

、
E 

•
ナ
ッ

^
敎
授

S

☆、同敎
受
が 

1

八
九
〇

J

逝

¥

る
や

ン

ュ
モ
ラ
ァ
の
就
任
す
る

f

な
っ
た
。
グ
ナ
イ
ス
ト
の
で

雷

3

5

々
議
の
席
.走

於

漸

く

烈

し

く

 

W

て
來
た
爲
め
で
あ
る
ど
云
よ

"I
て

0

レ
、
ン

f 

1

?:

、

5
丨

t

て
ゐ
る
し

3
し
な
カ
ら

[1
:家

)1
1
1會
主
義
者
ソ
ダ
ナ
ア
敎
受

も
亦
、後

^
な
っ
て
洱
び
、グ
ナ
イ

.ス
ト
敎
授
の
轍
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

J 

.
!八
七
四
年

k

は、
H

•ソ
，
ゲ
ナ

i

f

マ
イ
ヤ
ァ
が
ビ
ス
マ
ル
ク
の
委
托

k

?

、大
會

I

如
し
、彼

S

の

S

S

し
た
。
し
か
し
彼
等
は
词
大
富
於
い
て
自
分
達
の
代
表
す

I

I

I
I

I

II
I

I
I
邊 -

I

る
㈣

M X
li
]

:

#
主
義
的
傾
向
が
何
等
代
表
さ
れ
る
事
な
き
を

.
以
つ

V

少
な
か
ら
ず
不
滿
を
感

た
。
翌
七
十
五
年
に
は
ル
ド
ル
フ
。マ
ィ
ャ
ァ
獨
り
參
加
し
て
、彼

VJ 

ロ 

I

ド
ベ

,

ッ
"
ス
の 

名

^
な
る
動
議
を
提
出
せ
ん

€
し
た

°

之
に
ょ
れ
ば
，產
業
上
に
於
け
る
勞
働
及
び
獨
逸
產 

の
特
殊
地
位
の
憤
値
を
認
め
て
、世
界
市
場

^
於
い
て
販
路
競
爭
の
能
カ
を
得
し
む
る
ど
共 

內
地

R
あ
つ
て
は
社
會
的
平
和
を
求
む
る
が
如
き
保
護
策
を
、內
外
に
就
い
て
獨
逸
齑
_
及
 

之
れ
に
關
係
す
る
努
働
者
企
業
家

R
與
へ
ん

ビ
す
る
請
願
を
獨
逸
帝

國
宰
相

k

致

さ
んヾ

」 

る
も
の
で
あ
つ
た

〕

¥

ァ
ィ
ャ
ァ
の
考
へ
で
は
此
の
動
議
を
同
牢
大
會
の
第
三
會
議

R
上 

の
希
望
で

*

の
間
ド
吣
'の
通
過
を
確
保
す
る

^
充
分
な
る
援
軍
を
糾
合
し
ょ
ぅ
ど
し
た
。
 

か
し
此
の
動
議
を
成
立
せ
し
む
る
事
は

II
:
會
賦
策
學
會
を

H
.ソ，丨

グ
ナ
ァ

W
K委

ね

る
事

R 

な
ら
ぬ
ど
姐
は
れ
、此
の

動
議
は

終
局

拒
否
せ
ら
れ
た

が
其
の

功

は
ブ

レ
ン

タ

ノ

の
努
カ
に 

ふ
所
が

大
で

あ
る

？

若
し

此
の
動
議
^
し
て
成
立

せ
ん
か
、學
會
に
屬
す
る
自
由

主
義
系
統 

會
員
の
分
裂
を
招
く

の
み

.
な
ら
す
本

.學
會
の
首

.
M
'部
は
ヮ

I
.
ゲナパァ

.

.の，
T

,ic
無

條

^

に■服
 

す
る
を
希
望
せ
ざ
る
が
故

^

、止む
.な
く
退
會
す
る

k

到
る
可
く
、或ひ
■は
國
民
經
濟
會
議
の 

k
轉
向
し

て
し

ま
ふ
か
も
知
れ
な
か
つ
た
0
,結
果
か
ら

み
れ
ば

マ
ィ
ャ
ァ
の
動
議
は
拒
否

第U

十
五
.卷

(
一

四
八
七)

.社
會
政
策
學
會
の
成
立
ミ
シH

モ
ラ
ァ
の
；社
#
歌
填
原
理
，
 

笫
十
號：

.
七
五

せ 方 屬 の 負 外 し 程 す び 丨 こ 業 醤
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十
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2
:四八
A)

肺
#
政
策
學
會
の
成
立W

シ
.

rf

モラ■アの

Bi
t
會
政
锻
原现 

0

S

ヒ山>

ら
れ
た

.が
、®

民
經
濟

會

»

R
對
す
る
接
近
を

' j

層
皁
か
ら
し
め
た
に
外
な

^v

な
い
？

此
の
種
の
事
情
は
社
會
政
策
學
會
の
性
質
を
如
何

^

も
ょ
く
物
語
つ
て
ゐ
る

S

M

は
れ
る
，
 

シ
ュ
モ
ラ
ア
は
旣

R

ァ
ィ
ゼ
ナ
ッ

.

マ
對
議
會
開
畲

.

の
頃
、政府
關
係
ど
の
接
觸

.2:

避
け
た

(

希 

望
で
あ
つ
た
、却ち
日
く

.

『

丁
度
時

5
政
府
關
係
は
デ
ル
ブ

‘
ジュック、ミ
ヵ
エ
リ
ス
の
統
率
す
る
所
で
あ
ぅ
，菩
々
^
對
し

て
決
し
て
好
意
的
で
お
り
将
な
い
も
の
で
あ
る
が
、之
れ

ビ
何
等
か
の
接
觸
を
保
つ
事
は
、勿論 

菩
々
の
避
け
る
所
で
あ
る

』

气

陳
民
經
濟
會
議
の
有
力
な
る

#

員
グ
ナ
ィ
ス
ト
が
ヮ
ダ
ナ
ァ
ど
の
對
立

k
於
い
て
委

M
長 

の
職
を
退
い
た
事
は
上
記

.の
通
ぅ
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
く
國
家
，社
會
主
義
的
傾
向
の
侵
入 

k

良
し
て
は
、上
記
ル
ド
ル

フ
，
マ
ィ
ャ
ァ

の
動
議
提
出

k

際

し

て
«

察

せ

ら

る

、
樣

k
、自
由
主 

義
者
ブ
レ
ン
タ
ノ
が
斷
然
有
カ
な

る

反
對
を
し
て
ゐ
る
。

.

國
民
經
濟
會

_

ベ
の
接
近
ょ
遂

こ 

ロ
ー
ド
ベ
ル
ッ
ゥ
ヌ
、ヮー
ゲ
ナ
ァ

^
接
觸
し
て
國
家

11
:
會
主
義
的
傾
向
の
濃
厚

^

な
つ
た
八

. 

ッ
グ
ナ
ァ
を
し
て
、自
凼
主
義
的
傾
向
化
近
接
す
る
他
の
講
壇

II
:
會
主
義
者
ど
袂
を
斷
つ
て

^
 

任
婆
員
會
よ
，

O

退

.か

し

む

る

に

至

つ

た

、̂

れ

一

八

七

六

华

の

事

で

P

る
o:
國

民

經

濟

脅

議

ど

の
關
係
は
後

^

述
ベ
る
。
唯
是
等
の
事
情
を
踪
合
し
て
み
る
ヾ

」

、當
時
の
社
會
政
策
學
會
の
傾

向
の
一
端
が
充
分
窺
は
れ

る
ょ
ぅ

^
思
へ

る。

一
 

'
ヒ
四
年
ヒ

q
姿
員
會
ょ
英
國
の

social 

s
c
i
s
c
e

 

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n

ビ

連
絡

?:
ど
る
事
を
铁
議 

し
、此
の
方

¥1
の
事
務
は
ブ
レ
ン
タ
ノ
が
擔
任
す
る
事

^
な
つ
た
。
尙
ほ
又
、當
學
會

及

び
其
の 

努
力
を

r

層
廣
範
囤

R
働
か
し
め
ん
が
爲
め
に
獨
逸
の
全
高
級
行
政
官
廳

A

ロ一，一
 

腐
以
上
の 

都
市
廳

.大
都
市
の
商
，業
會
議
所
、州
地
方
官
署
等

^
廻
章
を
殽
す
る
事

€

し
、學
會
の
大
食
參
加 

5:
媒
慂
し
た

0

此
の
事
務
は
シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
當
る
所
ビ
な
：夂
其
の
狐
章
は
、

1[
:
會
政
策
學
#
の
 

傾
向
を
敍
述
し
た
も
の
で
、依然
、社
會
民
主

.
M

R反
對
す
る

.ど
共

R
、抽
象
論

K
始
終
す
る
マ
ゾ 

チ
-
ェ
ス
タ
ァ
派
を
も
排
し
、

a
在
の
法
制
及
び
經
濟
組
織
の

.立
脚
地
を
踏
み
乍
ら
，尙

.ほ
社

會

.政 

策

的

K
み

て
、現
在
社

#

の
弊

®

を
注
目
し
、改
革
に

*
宇
し
て
.財
產
ど
勞
働
ミ
を
出
來
る
丈
け 

和
解
せ
し
め
ん

w

欲
す
る
人
々
：を

統

一
:

的
中
心
黙

k

召
集
せ
ん
：

®
を
希
望
し
た
。

學
會
構
.成 

分
子
の
雜
多
的
彩
色
を
認
め
、同
學
看
の
常
任

'#
:員
會

R
.於
い
て
，も
、社
會
的
保

.守
主
義
者
、內地 

傳
道
論

.者
、國
民
的
自

f
t主
義
者

.進
歩
主

.義
者
等
、或
ひ
は
强
大
な
る
.國
家
權
力

R
重
，心
を
置
く 

.者ビ
、出

來
得
る
：限
り
廣
汎
'.な
自
治
を

重
要

視
す
る

.者
、エ
場
由
、大
地
主
，學
者
、官

'1
£

、又
：：は
勞
働
者

.

，
部
ニ

十

五

卷(i

四
八
九> 

.社會
政
策
學
會
の
成
立
^
グ
ユ
屯
ラ
ア
の
瓧
會
政
爾 

第
十
號
，

.
七
士



第
.こ
千
五

卷

.
a

凹丸

S'
社
貧
政
業
會
の成立

‘
5
ミ
ラ
ァ
の

S

政
策
原
理

'

.

第
ナ
怎
七
八

及

ガ

手H
業
者
茅
替
の
代
表

：

者

.
#
.が
.協
力
し
て
活
動
し

：

V

 
P
S 

0

 ̂

..
指
摘

-
L
.
f
t 

t
政
策
.學龠 

は
特
殊
な
る
經
濟
上
の
階
級
的
利
害
か
ら
別

離

し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る

ビ

述
ベ
た

o

大
會
の

1

は
,
來
ニ

 

S

で
ぁ
っ
た

I

か
秦
感
じ
て

」

.八
七
五
年
、三
日
間

S

長 

し
二
日

.1

議
題
に
就
い
て
充
分
な
る
意
見

'の
交
換
を
行
ふ

®

ど
し
た
。

1

政
策
學
會
が
取
扱
つ
た
討
議
題
目
は
相

.當
廣
い
範

I

及
ん
で
ゐ
る
。

し

か

し

旣
に 

述
べ
た

1̂

の
、
外

k

は、犬
體
に
於
い
て
次
の

f

も
の
が
凋
げ
ら
れ
る
。
即
ち
勞
励
漭
問
題
，
 

跳
k

ェ
揚
法

制
.同
监
m
 

j

働
f

、和
解

#

«

f

下
»

2

篇
問
題
等
々
を
先
づ
第

一
 

に
問
題

S

し
S

 

5

で
は
、

H

場
組
織
一
般

S

び、殊

I

弟
制

5

 

i

 

J

育
制
度
等 

…

f 
t

こ
r

け
る

J

至
つ
た
：
概

R

述
ベ
た
、耳
數
十
卷

R

上
る

f t

會
政

'
策
學
會
論
?
の
目
錄 

を 

一
I

す
る
⑴
此
の
事
實
を
看
取
す
る
事
が
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
。
殊
に
一
べ
七
五
年
犬
會
の

の
ど
考
へ
ら
れ
る
。 

.し

/

1

八
七

J

S

國
民
經
濟
會

f

 

S

S

S

I
食
規
約
の

一

部
分

S

正
を
行 

ふ
た
か
此
の
年
、前

記

の
.如
く
、國
家
社
會
主
義
的
傾
向
濃
厚
マ

i

つ
た
ソ
グ
ナ
ァ
は
、先
き
こ
よ

グ
ナ
イ
ス
ト
ど
合 

ア
に
ど
ぅ
て
は
、シ
 

者

^

ど
り
て
は
、ワ
 

故
に
ブ
レ

1

メ
ン

が
、
自

EE
1
貿
為
賛
成 

任
香

.
M
2:
辭
し
た 

定

破

る

、
^
及
ん 

又

一

八
七
七
年 

く

、

參

加
者
の
地
理 

久
的
會

談

地

ビ
す 

れ

一

八
九
四
年
に 

社
會
主
義
漭
鎭 

反
'社
會
民
主
黨
的 

か
っ
た
。

委
員

會

第
ニ
十
五
卷
，

.

.

(
一

は
ず
、今
又
、シ

ュ
モ
ラ
ァ
：

フ

レ

ン
タ
ノ

ど
意
見
の
乖
隔
を
生
じ
た
。.ソ
グ
ナ 

ュ

モラァ、ブレ
ン
タ
ノ
の
類
は
あ
ま

6

R
妥

協

的

で

あ

る

<£
感

ぜ

ら
れ
、砠 

グ
ナ
ァ
は
學
會
の

任
務

？:
餘

b

k
狹
き

k
置
か
ん

y
j

す
る

^

のv
j

論

じ

た

。
 

に
開
か
れ
た
る
國
民
經
濟
會

議

k
出
席
し
た
、

社
會
政
策
學
食
々
員
の
全
部 

の
投
黑
を
爲
す
や
、

ヮ
グ
ナ
ァ
は
意
見
の
間
隔
を
颇
る
大
な
り

^

感
じ
て

、1;
f 

の
で
あ
る
。
尤
も
此
の
改
芷
規
約
は
ニ

八
八

一
年
國
民
經

濟
龠
議

どの協 

で

W

び
修
正
せ
ら
る
、

R
及
ん
だ

0

R

至
.
つ
て
、學
會
の
例
年
大
會
開
催
地
を
伯
林

^

移
し
た
。
最
早
以
前
の
如 

的
利
便
を
希
望
す
る
必
要
が
次
か
つ
た

=

委
員
#
は
此
の
地
を
以
つ
て
恒 

る
喾
で
あ
つ
た
が
、其
の
髮
年
は
フ
ラ
シ
ク
フ
ル
ト

•ァ
ム

♦
マ
ィ
ン

R

h

l

g

®

 ̂

は
ゥ
キ
ン

^

招
待

^

れ
て
、最
靭
の
希

S

は
必
ず

し

も

實

現
し
な
か
つ
た
。

壓
法
の

一

八
七
八

年
は
大
會
の
開
催
が
中
止

3

れ
た
。
元
よ
り
同
學
會
は 

で
あ
り
た
が
傲
化
、此
の
內
政
上
の
出
來
事
^
對
し
て
兎
角
云
ふ
必
要
は
な 

よ

^
會
員

R
宛
.て
た
る
廻
狀
に
は
、を
れ
よ
ぅ
％
積
極
的
な
社
#
改
良
の
大

P.
L]

九

一
)

社
看
政
策
學
會
の
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
原
理

 

笫
十
號
 

b
 

t



笫U
十

五

卷Cl

四
九
土
.

)

社

-#
政
策
學
會
の
成
立W

シ
ユ
！

？

ラ
ァ
の
社
會
政
策
原
理

. 

第
十
^

八
〇

な
る
仕
事
を

繼

續

す
べ
き
で
あ
{、全
カ
を
之
れ
に
注
ぐ
可
き
で
あ
る

^

述
ぺ
ら
れ
た
。

社
會
政
策
學
會
士
國
民
經
濟
會
議

〕

.

次
に
國
民
經
濟
會
議
ど
社
會
政
策
學
會
ビ
の
關
係
を
語
ら
ぅ
。
元
來
は
シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
一
一
一
日 

葉

^

も
現
は
れ
て
ゐ
る
樣
に
、兩
者
说
對
立

的

の
も
の

で
あ
っ
た
。
勿
論

«

民
經
濟
會
議
は

* 

く
發
生
し
て
、六
十
年
代
に
は
旣
に
其
の
使
命

?:
充
分

果
し
終
っ
て
ゐ
た
が
故
に
、此
の
對
立
は 

決
し
て
峻
嚴
な
る
も
の

'で
は
な
か
っ
た
。:社
會
政
策
學
會
は
寧
ろ
七
十
年
代
以
降
に
於
け
る 

存
在
で
あ
る
が
故

R
、正
面
衝
突
の
憂
は
割
合
に
少
な
か
っ
た
事
は
、ァ
ド
，
フ
，へ
,
ド
の
所
言 

の
如
く
で
あ
る
。

又
最
初
か
ら
國
民
經
濟
會
議

v
j

社
會
政
策
學
會

V」

の
兩
者
に
連
絡
を
有
す
る
有
力
な

V

々
■ 

が

あ
っ

た
。
例
へ
ば

グ

ナ
ィ
ス

I.
-
K、ダ
ン
ネ
ン
ベ
グ
ク

、ゲ

ゾ

ゼ
ル
等
が

そ
れ
で

あ
っ
た
。

か

、
 

る
變
•則
的
な
狀
態
は

、上

記
の
兩
組
織
の
時
代
的
相
違
に
甚
く
ど
共
に
、ソ
ダ
ナ

ァ
に
ど
っ
て
は 

餘
り
に
妥
協
的
ど

E

心
は
れ
る

程、社
會
政
策
學
會
の
綱
領
が

廣
汎
な
る
に
合
せ
て
國
民
經
濟
會 

議

の

無
綱
領

V
Jが、之
れ

?:
許
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く

へ
，
ド
が
指
摘

し
I
て

ゐ

る

如

く

'

方

K

オッぺンハイム、ブラウン、バム

ベ
ル
ガ
ア
、ェ
ラ

ス、他
方
化
ブ
レ

.V

タ
ノ
、
ワ
グ
ナ
ア

、シ

ェ

ン
ベ
ル
ク
の
對
立
論
爭
は
最
早
そ
の
不
愉
快

.

な
る
痕
跡
を
も
失
ふ
に
至

♦

，更

R

新
し
く
生
じ 

た
、シ
テ

r

ラ

ア

對

ト

，一.

フ
イ
チ
ふ
ケ
論
戰
も
最
早
、あ
ま
り

0

熱
的
の

も

の
ど
は
な
ら
な
か
つ

.

，た

c

 

普
*

: ®
#

後
の
獨
逸
の
繁
榮

k

引
.
續

く

恐
5

八
七
三

)

保
,

關
_

®

有
®
道
の
諸
問
題
が 

ょ
ぅ
重
要
ビ
な
か
、勞

_

淨
議
の
：多
少
減
少
す
る

ビ
共

R

社
會
的
經
濟
的
改
良

.s

心
想
を
危
險
視 

す
る
輿

〔

論
を
減
じ
：併
せ
て
、社
會
問
題

k

對
す
る

「

關
心
も
減
じ
て
來
た

。

:

:

.

.

1
:

方
、國
民
經
濟
：會
議
の
系
統
衫
あ
つ
て
：も
，最
早
絕
對
的
な
自
由
放
任
論
を
固
，執
す
る
者
な 

く

、
か

ゝ

る

'.一

.'
,

原
則
を
獨
斷
的

k

確
守
せ
ず
し
て
：、適
宜

^

b

必
學
に
：應
じ
て
，之
れ

R
對
す

る

例 

外

.又
は
：修

.犯
を
認
む
る
の
、傾
向
が
著
し
く
な
り
て
ま
て

'ゐ
た
。

■■
社
會
政
策
學
會

k

あ
つ
て
も
、
 

其
の
構
成
分
.子
が

雜

多
で
あ
.る

事
.は

®
述
の
如

.く
で
あ
る
が
、殊

R

具
體

.的
な

諸
.問

®
k

對
し

. 

て
は
：意
見
が
益

1:
-
<
'區
'々
で
あ
り
た
。

0

へ
ば
一
八
七
：六
年
ブ

 

' レ
ー
メ
ン

k
開
か
；れ
た
_

民
經 

濟
#
議

.:
m

席
の
社

脅

政
策
寧

.者
' は
，
國
有

«
道
問

.題

^
脚
し
；て

.は
、ヮ
：グ
ナ
ァ
、へ：

,

ド
の
賛
成
：陶 

ナ
ッ
：セ、グ
レ

^
タ
.ノ
の

：

反
：對
論
が
舞
立
し
、私
有
財
產
制
の
範
圍
及
び
内
容
に
制
：限

?:
加
へ
；る

. 

; «
k
重
.̂

?:
各

^

フ
：グ」

オ
ア

.に
接
近
：
.せ
：
；
る

.
者
^

は、外

^
、
フ
ー
ォ

ン‘シ

>

1

グ、シ
ヱ
シ
べ
グ
ク
、ザ
 

ム
'タ
.
ア

^
あ
夂
之
，れ

|^
.對
し
て

.ブ
>
,レ
.
-
.タン

v

及

：
が

，
之

れ̂
;近
：似
ず
る
シ
ユ
モ
ラ
，ア

「

'は
，自
由

^

笫

U

十
五
卷
ン

2

'
四
九

|

0

.

'社
#

政
^

舉
會
の
成
立

k

.
シ
ユ
モ
ラ
ア
の
：社
會
政
策

¥

.理

.： 

笫
十
褲

：
：

八

一



炉
.ニ

:4
3
卷

C
I
F
A
s
i

)

：社
會
政

:^
舉
;#
の
成
立
ミ
シ
ユ

'モ
.ラァの：独

#
政
策
原

.理

. 

名

卜

怎

\
ニ

庭
か
ら
：發
展
せ
し
め
ら
る
；、
工
業
組
織
化
の
傾
向
を
代
表
，し
、就
中
ブ
レ
ン
：タ
ノ
は
皁
く
ょ
り 

共
有
財
產
制
の
讃
美
者
で
な
く
て
純
然
た
る
反

.對
者
で
あ
つ
た

0

勿

.論
か
、
る
對
立
は
社

# 

政
策
學
會
の
生
命
を
危
ぅ
か
ら
し
め

.る
程
の
も
の
で
は
な
か
，つ
た
。

大
部
分
政
治
的
の
保
守 

主
義

.進

.步
、主

義

，の

分

野

：か

ら

生

ず

る

對

立

で

あ

つ

て

、具

體

的

諸

問

題

ド

對

し

て

意

見

の

相

述 

«
あ
つ
た
が
革
命
反
到
ど
共
に
絕
對
的
自
曲
放
任
ヒ
反
對
す
る
態
度
.積
極
的
改
革
を
行
は
ん 

ど
す
名
黯
に
於
い
て
は
一
致
し
て
ゐ
た
。

.
一
，
七
四

—

五

^

ト

ラ

ィ

チ

，

ヶ、
シ
ュ
モ
ラ

ァ
の
論
戰
は
少
な
か
ら
ざ
る
反
響
を
呼
び
起 

し
從
來
の
到
立
を

«

び
改
新
す
る

^

至
つ
た
ど
は
云
へ
一
八
七
五
年
の
秋

k

は
、事
情
が
著
し 

く
國
民

a
濟
會
議
ぜ
社
會
政
策
學
會
の
接
近
を
促
す

R
至
つ
た
。

國
民

&

濟
會
鼠
が
ミ
ュ
ン
シ
ネ
ン
に
大
會
を
開
催
し
た
時
«
略
的
な
多
數
を
以
つ
て
果
護 

贸
易
論
者
が
投

S

勝
つ
炎
事
が
あ
つ
た
。

» :

會
政
策
學
會
に
あ
つ
，て
は
、か
ゝ
る
大
會
席
上 

の
驅
引

^

ょ
つ
て

® ;

ひ
が
け
な
い
奇
襲

?:

ぅ
け
る
危
險
は
な
い
程
、

®

固
な
組
織
を
持
ち
、且つ 

其
の
會
長
は
必
ず
し
も
多
數
で
は
な
い
が
、熱
心
な
る
學
會
支
持
者
で
あ
る
。
故
に
社
會
政
策 

學
會
ど
し
て
は
、多
少
の
興
分
子
の
混
入

?:

毫
も
介
意
す
る
必
要
が
な
か
つ
た
。
の
仏
な
ら
ず
、

反
» -
侧
の
出
席

^

ょ
つ
て
評
論
の
單
謌

?:
破
办
、大，會を
し
て
活
氣
あ
ら
し
む
る
の
效
粜

3

へ
 

あ
る
。
又，國
民
經
濟
會
議

^

對
し
て
は
、其

.の
大
會

R

現
.は
れ
た
保
護
關
稅
論
，の反
動
的
傾
向 

を
防

r

焉
め

R

相
協
力
し
て
も
差
支
な
い

^

思
つ
て
ぬ
た
。
以
前
の
無
用
纪
屬
す
る
相
互
の 

攻
擊
に
就

S

て
は

£

れ
に
こ
だ
は
る
必
要
が
な
か
つ
た
。

バ
ム
ベ
ル
ガ
ア
は
此
の
兩
龠
議
協 

定

R

就

S

て
一
寸
双
障
を
引
き
起
し
た
が
葰
出
一
そ
れ

3

へ
間
も
な
く
諒
解

^

れ
た
。
社
會
改 

良
の
具
體
的
實
際
間
題
は
あ
ら
ゆ
る
觀
點
か
ら
取
扱
は
れ
ね
ば
な
ら

5
、

從
つ
て
相
對
立
す
る 

見

B

R

逢
着
し
な
け
れ

«'
な
ら
ず
、又
之
れ
を
故
意

R

避
く
可
き
で

.は
な
い
而
し
て
若
し
之

i
 

が
激
し
く
衝
突
し
て
も
，理論
に
於
い
て
は
兎

k

角
，實際
活
動
の
上

^

は
.、常

R

ょ
”
多
く
の
姿 

協
が
働
く
も
の
で
あ
る
。
故
に

.是
等
の
諸
問
題
に
就
い
て
國
民
經
濟
會
議

w

社
會
政
策
學
會 

ビ

の
人
々
は
充
分
協
調
し
て
行
け
る
ど
思
は
れ
る
し
、又

.然
，ら
：ざ
る
場
合
に
も
、相
反
す
る
意
見 

を
相
互

^

直
面
し
て
論
ず
る
事
か
ら
生
ず
る
利
益
丈
け
は
得
ら
れ
る
。

斯
か
る
事
情
ド
墓
&
、旣

R

一
 

八
七
三
年

 
一
一

A
日
グ

ナ
ス

ト
は
國
民
經
濟
會
議
の
常
任
委 

員

會

ょ

へ

ア

ィ

，ゼ
：ナ

ッ

\

大
食

.の
幹
事
及
び
全
會

.員
を
、.ゥ

ヰ

ゾu

開
催
せ
ら
る
可
き
國
民
經 

濟
會
議
大
會

k
招
待
す
る
の

.書
狀

に

接

し

た

。

而
し
ー
て
：同
；時
k

何
等
.か
の
論
題

$
報
？

の

笫j

1屮
.五> 
卷
.

(
1

.四

.九
a,
:) ' 

:社
會
政
策

_
會
の
.成
立

5£
:
シ
ユ
モ
ラ
ア
の
社
會
政
策
原
'理 

第
、十
號 

八
ヒ
-ー



■
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十
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四

^
ハ〕

■
政
策
'̂
會
の
成
立
？

ゾ.ユ
モ
ラ
：ア
の
社
會
政
雪
现

 

第

卜

よ

\

!

提
出
を
能
ふ
得
ベ
く
ん
ば

S
希

：
望

：
し

，
て

：
來

：
た

.0v

ナ
ィ
ス

.
>
 
は
此
の
招
待
^
參
加
す
る
辦
を 

主
队
し
た
か
委

'M
會
は
、ア
ィ

•センナ

>

ハ.
大
會
は
、

一:

個
の
，組
織
あ
る
圓
體
で
な
い
ど
の
理
曲
を 

以
つ

.
て
其
の
參
加
を
個
人
の
岛
由
に
し
た
へ

1
.
A七
五
年

#
び
.國

民

經

濟

會

_議

ょ

り

招

待

狀
 

k
镑
し
、時
の
姿
員
會
長
ナ
ッ
セ
は
之
れ
を
承
諾
し
其
の
返
書

S

解
の
交
換
を
最
も
必
要

ビ 

す
る
が
故
に
、大
會

-«
領
中
の

.論
題
は
出
來

.#
る
限
ぅ
、双
方
の
意
見
が
分
れ
て
ゐ
る
も
の
を
選 

ば
れ
た
し

S
希
望
し
た

。

.

1

4
 

R1
1

つ
の
學
術
的
會
議
に
出
腐
す

る
事

は
極
め

S

難
で
あ

る
、
そ
れ
故
に
社
會
政
策 

學
食
派

--
0

人
々
で

ゥ

、

ン
k

赴 
> 
た
者
極
め
て
僅
か

で

あ

る

k
共

R
、同

年

ア
ィ
ゼ

ナ
ッ
ハ
の 

學
會
大
會

k

出
席
し
た
.國
民
經
濟
會
晴
派
の
代
表
考

名

.多
く
は
な
か
つ
た
。

.

斯
か
る
接
近
は
、な
炫

r

段
の
進
展
を
示
す
事
ヒ
な
つ
た
。

即
ち
一
八
七
五
年
の
大
會
後
、社 

會
政
策
學
會
，の

®
.員
：#

は
國
民
經

*

脅

議

s

共
同
し
て
、各
自
の
大
會
は
交
互
隔
年
^
.
開
く
可 

く
、双

方

の

會
員
は
共

.に
之
れ

k

出
席
す
石
事
の
提
案
を
決
定
し
た
。
而
し
て
そ
の
理
出

ビ

し
 

て
は
、兩
者
の
對
立
は
主

^

し
て
枝
葉
の
點

k

a

す
る
事
情
に
ょ
つ
て
唆
嚴
ど
な
っ
て
ゐ
た
の 

で
ぁ
々
典
に
辦
學
及
び
社

#

の
.
發
達

k

資
す
る
所
位
同
じ
で
あ
る
、唯、此
の
方
法
^
於
ぃ
て
兩

者
•各
..獨自

.の
見

解

を

，有

す

る

が

故

k
v此
の
獨

.立
性
を

«-
持
し
な

^
ら
、し
か
も
雨
者
が
親
密
に 

相
接
近

す

る
事
は
.徒
ら

R

烕
情
的
疎
隔
を
生
ぜ
し
む
る
危
險
を
避

け
、
學
問
及
び
社
會
の
刹
益 

k
資
す
.る
を
大
な
ち
し
め
る

で
あ
ら

テ
，ビ

云
ふ
に
あ
つ
た
。
故
に
社
會
政
策
學
會
委
員
會
は
、
 

若
し
國
民
經
濟
會
議

^
の
接
觸
：

?:
有
效
教

.
§
し
め
ん
が
爲
め

k

は、學
會
從
來
の
方
針
、例
へ
ば 

報
街
：及び
其
の
資
料
の
編
輯
等

^
棘

1/
>
^
'
.
の

一

一

重

の

勞

を

1

ヶ
年

«

に
、同
學
會
及
^
國
段
經 

濟
會
議
の
双
方
の
爲
め
に

ビ

り
難
さ
の
理

_
に
ょ
つ
て
同
ヸ
十
丹
十
こ
日
の
委
員
#
で
前
述 

の
隔
年
交
替

_

に

.ょ
る
大

#
開
催
の
提
案
を
爲
す
事
ド
笨
：め
た

°

國
民
經
濟
會
議
の
議
長
ブ
ラ
ゥ

iン
.は
此
の
提
案
に
賛
成
し
、一
八
七
六
年
は
國
民
經
濟
會
議 

開
催
の
豫
定
な
る

t
以
つ

.
て

®
會
政
策
學
會
の

*

員
會
に
、準
備
委

.員
會

F

向
け
代
表
着
派
遺 

を
希
望
し
た
。
し

.か
し
此
の
ブ
ラ
ゥ
シ
の
希
望
は
、社

#
政
策
學

#

側
の
手

.續
上
、直
ち

k

實

S1 

-

3
れ
な

.か
つ
た
、其
處

'へ、七
十
六
年

一

月
二
十
七

a
'
v
.
ム
ベ
ル
ガ
ァ
が
帝
國
議
會

k
於
い
て

« 

壇
社
會
法
議
的
傾
向
は
非
社
會
的
で
あ
る

VJ'

攻
.擊
し
た
爲
め
、此
の

.：交
渉
は
一
時
停
頓
し
た
。
 

し
か
し
五
月
十
九
日
の
委
員
畲

^
於
：い
て
ば

、
> 

■
ム
.
ベ
'ル':ガ
ァ
が
其
の
發
言
を
撤
囘
し
諒
解
を 

求

め

て

來

た
旨

、
デ
..ド
ル

フ

•
へ

ル

ド

ょ
ぅ
報
吿
が
あ

'
! !
:

會
政
策
學
會

k
於
い

て
は
、

此
の
問
題

第
二
十
五
卷

(
一

四：九

七
：} 

'社
會
政
难
學
會
の
成
立w

シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
#
政
策
原
"理 

笫
十
敗 

八
五



贫
ニ
？
ゴ

卷

(

一si

九
八)

釉
#
政
燦
學

#:
の
成
立

^
シ
ユ
甩
ラ

.ァ
の
社
會
政

^'
:原

^;
^

r^'

を
を
れ
に
て
解
決
し
た
も
の
ど
し
た
。

 

：

•
-

此

の姿
：！

貝

會
ド

於
い
て

•雨
大
會
の

.融
合
問
題
殊

R
、當
學
會
の
獨
立
性
が
論
ぜ
ら
れ

•
 

民
經
ー
次
會
議
の
會
員
は
之
れ
を
客
員
ど
し
て
招
待
す
る
事

yj.

な
ぅ

^

つ
て
會
費
ょ

m 

れ

i

討

議

及
び
投

禀

權
は
、問
題
が
學

,
內
部
の

.事
に
屬

3 
く
る
限

6

許

S
る
ベ
合 

す
る
事

V
J

な
つ
て
、公
式

JC
ナ
ッ
セ
ょ
り
ブ
ラ
ゥ
ン

R
通
蝶

^
れ
た
。

此
の
協
.定
は
ブ 

ン
大
會
に
於
い
て
完
成
し
、其
の
結
果
、旣

k
述
ベ
た
通
り
、社
會
政
策
學

#

の
.規
約
の
一 

正

5:
-
み
た
"

：

此
の
國

&
經
濟
會
議
第
十
七
同
大
會

k
出
席
し
た
祉
會
政
策
學
會
の
人
々
が
鐵
道 

題

V
J中
、も

v
j

し
て
賛
否
兩
派
に
岐

れ
、
賛
成
派
は

.
ソ
グ
ナ
ァ
を
、反
對

M

は
ナ
ッ
セ

5:
中 

て
^
?
な
る

帛

議

を

行

つ

た

事

は

前

^

の
如

く

で
あ
.
.6
,

0又

自

*
資

M
對

呆

«

'«
^ 部 レ も 除

八
六

一局、國 せ
ら 

の

V」 

1
-
f
g

k

改

國
營
問 

1>
€ 

し

に

就S

て
は

11
;

會
政
策
學
會
の
人
々
は

一

致
し
て
前
渚
を
支
持
し
ブ

' 

レ
！
 

メ
ン
大
會

k

於
い
て
は
其 

の
勝
利
を
み

て

、所
期
の
目
的
の
一
部
を
果

し

た

。

へ
,
ド

の
語
る
所
に

ょ

れ

ば

、此の
大
會
の 

議
題
の
性
質
ょ
り
し
て
、何
等
兩
者
の
對
立
的
傾
向

?:

刺
戟

.
し

な
か

0

た
の
で
社
會
政
策
學
會 

々
員
が
國
民
經
濟
會
議
の
同
大
食

k

出
席
し
た
事
は

#

刿
の
注
意

?:

招
く

k

至
ら
な
か
つ
た
。

二
日
間
の
議
題
は
、外

k

關
稅
從
價
從
量
問
題
，通
商
條
約
改
新
、鐵
輸
入
税
問
題
等
に
及
ん
で
ゐ

.
2 

0 

- 

W7

兎
に
角
、

へ
ダ
ド
の
唱
ふ

5
が

如
く
、

ブ
レ

ー
メ
ゾ

大
會
は
獨
逸
の
社
會
及
び
經
濟
運
動
の
全 

將
长
に
對
し
て
重
要
の
も
の
で
あ
つ

て、
若
き
產
業
を
保
證
す
る
關
稅
政
策
は
必
要
な
る
も
、

*
 

次
確
保
せ
ら
れ
て
來

.■た
通
商
自
由
の
原
則
は
支
持
す
可
さ
も
の

S
の
主
張
が
强
く
行
は

•れ
た
。
 

又、同
時

^
此
の
共
同
の
會
議

R
於

S

て、
社
會
政
策
學
者
の
赏
行
的

.誠
意
が
認
め
ら
れ

:1
£ハ
の
非 

偏
頗
的
な
客
觀
性
が
普
ね
く
認
め
ら
れ
る
の
效
果
を
冇
し
た

？

■

要
す
る
に

#

學
研
究
上
の
場
裡
に
あ

.つ
て
は

'今
尙
、少
な
か
ら
ざ
る
研
究

態

度
の
對
立
が
存 

在
す
る
：が、實
際
問
題
及
び
其
の
解
決
の
運
動

R

於
い
て
は
、共
同
の
舞

*

t

設
け
て
、商工
業
の 

實
際

家
、行

政
官

®

、勞働
者
及
び

.
學
者
の
多
方

®

ょ
&

の
檢
討
を

.要
す
事
が
望
ま
し
く
、之れ
社 

舍
政
策
學
會
の
最
初
ょ

k
v
の
希
望

.
で
あ
つ
た
。

.

而
し
て
、か

-
、
る
組
織
の
：年
次

M

:會
又
は
大
會 

に
於
い
て
は
、是
等

^

方
而
の
分
子
が
、充
分
な
る
用
意
ど
確
固
た
る
根
本
理
論

/

y
j

?:
以
つ
て
參
，
 

加
し
、偶
然
的
な
分
子
の
參
入
を
妨
げ
る
，方
が
望
ま
し
ぃ
？
：故

「

£

ー
 

つ
.の

.：

同
：種
類
の
铒
織
が
、年 

々

t

 

會
し
で
：踢討
議
す
る

'事
は
最

.
も
#

益

ビ

か

な
' 
げ
.れ
ば
な
ら

'
n
其
れ

ビ

共
k

兩
學
會

第
-
十
^:
卷「

(
一 :

四
"九九

>

'

社
#
政策敏會

.，の
睞
立
士
シ
ュ
-
ラ
ブ
の
砥
會
政
饿 

.
十
號
：

八
七



第
二
十
I

ぺ
ナ
五
0
0 '〕

.
社
會
政
：策
學
會
の
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
ア
の
：社
 ̂

.敗
卜

號

：

共

I

題

?:1

般
，化し

.廣
；範
圍

W

な
し
且
つ
討
議
の
活
潑
を
期
し
得

S

で
あ
，る。

乙

の

理

a

R

ょ
6

へ
ル

.ド
は

j

層
廣
範

H

.且
つ
集
中
的
の
社
會
科
拿
的
學
術
圃
體

の

成
立
を
.#望
す 

る
も
の
、

.如
-ぐ
で
あ
る
。

力
つ
て
の
講
壇
即
會
主
義
論
戰
の
經
過
を
知
る
者
に
ど
つ
て
ば

I

八
七
七
年

S

林
こ

J

、
 

れ
た
社
會
政
策
學

#

の
第
五
囘
大
會
は
面
白

lr
光
景
^
し
て
映
ず

る

で

あ
ら
ぅ
。
此
の
大
會 

は
前
述
の
如
く
、伯
林
を
固
定

.的
大
食
開
催
地

i

め
て
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
此
の

2

2 

k

も

又、國
民
經
濟
會

f

屬
す
る
自
由
貴
易
論
.者
其
の
他
各
種
の
傾
向
の
主
要
代
表
者
が
列

席
し
た
。
日
く
、ブ
ラ
ウ
ン
、ソ
ィ
ゲ
ル
ト
、オ
ッ
ペ
ン
パ
ィ
ム
、フ
ォ
ン

•
キ
ユ

I

ベック、フィリッ
 

ブ
ソ
シ
、ゾ
ェ
ー
ト
べ
ァ
、了
ア
ン
等
。
社
會
政
策
論
者
で
は
ナ
ッ
：，セ、ゲ
ン
ゼ
ル
、シ
广
モ
ラ
ア
、ブ

レ
ン
タ
ノ
、

エ
ン
ゲ
ベ
ダ
ン
ネ
ン

ベ
^

ク、
V

ダ
ナ
ア
、フ
ォ
ン

•ロ

ッ
ゲ
ン
 

> 

,
ハ、

マ
ッ
ク

ス•ヒレ
 

シュ、シ
ナ
ン
ベ

,
ク、へ

,

ド
：等、保
護
贸
易
論
者
で
は
、ベ
レ
ノ
ン

、ノ
ダ
デ
ィ
、ビュック、ハ
ー
ス
ラ
ァ
、ゾ
 

丨
レ
ダ
ブ
タ
ア
ニ
ク
ス
、レ

,

1

グ
ヱ
•力
ル
べ
、ス

グ

ェ
ー
べ

V
v

ム.マ

:

ノ
 

5

ト
ル
ブ
等

Q

此
の
大
會
の
出
席
者
は
社
會
政
策
學
會
の
會
員
八
十
四
名
、ブ
レ
丨
メ
ン
國
温
濟

I

大
會 

の
會
員
四

1
1
.名
を

.欢
め
た

■

°雨
者
の
親
睦
を
表
す
る
爲
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
は

副
議
長

^

擧
げ

ら
れ
、ナ
ッ
セ
は
是
等
の
人
々
に
對
し

'て
特
別
の
挨
拶
を
な
し
た

°

:

\

:

.

し
か
る

^
斯
く

.の
如
き
事
情
は
一

.
八
八

一

年

^
至
つ
て
弭
び
故
障

^
到
達
し
た
。
同
年
五 

.月
二
十
八
日
ブ
ラ
ゥ
ン
は
社
會
政
策
學
會

.伯
林
常
任
委
員
會
に
書
を
寄
.せ
て
國
民
經
濟
會
議 

の
常
住
委
員
會
は
社
會
政
策
學
會
ど
協
洚
し
た
る
隔
年
交
替
の
共
同
大
會
の
開
催
協
定
を
破

.

棄
す
る
決
議
を
な
し
た
る
旨
を
通
告
し

V

來
た

.

其
の
理
由
は
、此
の
書
中
ド
の
ベ
ら
れ
た
る 

.
所
に
ょ
れ
ば
目
下
の
情
勢
は
一
八
五
八
ギ
以
來
、自
ら
保
持
し
來
つ
た
原
則
の
爲
め
化
洱
び
年 

々
大
會
を
催
す
の
必
要
あ
る
を
感
ぜ
し
め
ゐ
る
。
し
が
じ
之
れ
釔
以
つ

て
^

日

迄

の
學
會
ビ 

の
犮
誼
的
關
係
を
破
ら
ん
ど
す
る
も
の
で
な
く
嚮
後
共
に
、手
を
携
へ
て
共
同

.の
敵
^
あ
た
ら 

ん

S

欲
す

V
J

あ
つ
た

0

.
之
れ
ビ
典

k
、社
會
政
策
學
會

R
も
其
の
方
針
を
多
少
共
變

SI
す
可
き
事
情
が
生
じ

'て
ゐ
た
、

,

元
來
ァ
ィ
ゼ
ナ
ッ

、ノ
の
會
議
ド
始
ま
つ
て
、社
會
政
：策
學
會
は
、決
し
て
純
然
た
る
學
術
園
體
で 

は
な
か
つ
た
、ァ
ド

,

フ
ニ
ダ
ド

i

之
れ
を
認
め
て

.講
壇
社
會
主
義
者
は
、學
問
上
の
マ
學
派
で 

あ
る
が
、社
脅
政
策
學
會
の
性
質
は
、純
然
た
る
學
術
討
論
の
_

體
で
は
な

く

、
一
 

つ

■
の
»'
際

運
動 

の
團
體
で

，
あ

る
ど
し
て
、其
の
初
期
の
活
動
は
、

«:
脅
及
び
勞
働
立
-法

^
對
す
る
、運

動

が

眼

目

で

第
二
十
五
卷(

一

五
〇

1〕

,
社

#政
策
學
會
の
成
立w

シ
ユ
モ
ラK

の
社
#
政
裝
原
理 
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十
象 
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浓

ニ

十

五

卷

(
I

五

〇
ニ
タ

社

會

政

敗

學

會

の

成

立

？ン
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
會
敗
策
膨
现
 

浪

卜

茗

九

0

あ
A

ヌ
之

れ
を
助

成
す
る
爲
め

k
輿
論
を
喚
起
ぜ

ん
ど
す
る
も

.の
で
あ
つ

/2
。

社
#

政
®
學 

俞
は
か
、
る
實
際
蓮
顴
の

_

體
^

し
て
、反
對
派

ど
の

對

vr
一
 

抗
#

R

ょ
つ

て

の

み

、
繼

，
續

的

^

命 

脈
を
持
纘
し
得
る

も
の
で

あ

る
？

然
，
か

る
k

其
の
對
手
た

る
國

民
經
濟
會
議

ビ

は
最

¥
、對

立 

W

な
扩
爭
は
な
く
な
つ
た
。
大
體
の
傾
向
は
社
會

改
良
運
動
の
存
在
を

承
認
し
て
ゐ
る
。

殊 

K
ヒ

ス
マ
ル

ク

の
社
會
政
策
活
動
は
漸

く
實
施

3

れ
ん

ど/し
て
ゐ
る

^

言

す

れ
ば
、
11

:會
改
良 

の
實
際
述
動
に

.奔
走
す
る
必
要
は
漸
く
な
く
な
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。

玆
k

社
會
政
策
學
會 

は、
创
立
後
第
！期

?:
終
了
し
て
第
二

期
に
入
ら
ん

ど
し
て
ゐ
る
。

贫
ニ
期

^

於
け
る
社
會
政
策
學
會
の
活
動

は
、
直
接
實
際
蓮
動
及
び
立
法
請
願
の
そ
れ

^

關 

係
し
な
い

«

ろ
漱
く
純
然
た
る
學
術
圃
體

^
成
ら
ん
ど
し
て
ゐ
る
。

即
ち
從
來
の
如
く
逭
皆 

級
的

1、一
.場
に
於
い
て
社
會
蓮
動
の
趨
向
を
注
視
す
る

ビ
共
'に、社
會
問
題
に
關
す
る
諸
事
擀
の 

根
本

^

考
#

«
，
の
文
献
的
努
カ

^

主
カ

?:
^

>
が
ん
ど
し
た
。

一
八
八

ニ
年
の
大

t

Jt
b 

囘

R

於
け

.る
議
長
ナ
ッ
セ
の
開
會
挨
拶
は
、此
の
事
情

k

一
 

言
し
て
ゐ
る
。

ァ
ィ
ゼ
ナ
ッ

，ノ
 

k

社
會
問
題
討

_

會
を
開
い
て
ょ

\

十
年
、此
の
間
に
社
會
政
策
學
會
の
努 

力
は
著
し

3
貢
黻
を
納
め
、か
つ
て
個
人

0 :

自
_

放
任
を
主

張
し
、反
國
家
的

主

張
は
、今
や
反
對

k
國
家
萬
能
、干
涉
主
義
の
傾

.向

k
轉
じ
、吾
々
は
之
れ
，

ビ

爭
は

.ね
ば
な
ら
ぬ
な
立
ち
到
つ
た
。
 

從
つ
て
學
者
は
最
早
、立
法
運
動
ド
參
加
す
る
の
必
要
な

& 

R至

6
、他
の

.諸
團
體

k
於
け
る
是 

等
の
運
動
を
超
政
黨
的
超
階
級
的
立
場
ょ

b
觀
察
す
れ
ば
足

.

る
。
唯
、政
府
行
政
、立
法
上

R
於 

S

て
•充
分
な
る
根
本
的
研
究
及
び
資
料
の
發
表
は

*

も
必
要
で
あ
る
。.か
く
し
て
ゆ
の
方
面 

の
.仕
事
に

.從
事
せ
ん
ど
し
て
社
會
政
策
學
會
は
前

.年
共
の
規
約
を
改
正
し
、討
議

k
上ぼれる 

諸
問
題

^
對
し
て
決
議
の
授
票
採
決
を
爲
す
を
廢
し
た
。

 

,

I

同
時
に
此
の
年
代
ょ
り
社
會
政
策
學
會
の
研
究
題
民
は
農

*

問
題

k

轉
じ
て
ゐ
る
、之
れ
ビ 

ス
マ
ル
ク
の
エ
業
的
社
會
政
策
活
動
の
影
響
ヾ

」

云
は
れ
て
ゐ
る

o

即
ち
一
八
八

一，
一.年
の
一
題 

0

は、土
地
分
配
論
で
あ
へ
之
れ
に
關
す
る
、、
、ァ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
：の
研
究
及
ひ
獨
逸
農
民
の
實 

狀

(

社
會
政
策
學

會
_

の
.

報
吿
憲
同
じ
(
英
佛
兩
固
及
び
伊
太
利
に
於
け
る

 

'

農
■業狀
態
に
關
す 

る
研
究
調
赉
資
料
が
此
の
頃
の

「

社
會
政
策
學
會
論
叢

^

納
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

■.

此
の
規
約
變
页
は
、

「

社
會
政
策
學
會

」

の
.

生
命
を
持
續
せ
し
む
る
上
に
於
い
て
■賢
明
な
り

V
J

せ
 

ら
れ
て
ゐ
る
、蓋
じ
此
の
學
會

k

屬
す
る
：分
子
の
雜
多
な
る
事
は
、大
體
の
傾
向
の

.

有
利

R

决
定 

し
來

0

f t

當
時

k

あ
.

つ
て
，之
れ
以
上

*

際
缒
動

^

從
事
す
る
可
く

®

め
C

不
便
ど
云
は
ね
ば

第1
.
1

十
五
卷

(

一1

5

'

社
會
政
策
學
看
の
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
郎
會
政
策
旅
理
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笫II
十

者

(
I

五
0
四)

I

政
着

I

成立？

V

i
ァの

I

政
S

现 

第
卜
號
九

”一
 

な
ら

g

f

此
の
方
面

ド

於
け

る
希

S

棄
で

.、
、學

術
的
研
究
國

f

な
つ

た
事
は
、成
立

後 

十
年
の
經
過
を
見
た

團
體

W

し
て
，

當
を
得
た
策
せ
せ
ら
れ
た
。
.後
プ
八
九
〇
年
苒
び
祉
會
政 

策
學
會
が
實
際
政
論

k

移
I

働
問

.

題
を
取
扱
ぶ

2

る

屢

く

の

如

含

的

^
よ
っ
て
出 

版
せ
ら
れ
た
る
論
叢
は
ニ
十
卷
に
垂
ん
ど
し
、就
中
第
.五
十
三
卷
よ
り
同
五
十
五
卷

k

至
る

® 

逸
農
業
勞
働

S

究
は

、最
も

大
规

模
の
も

0

S

一
 

っ
I

て
t

。
此
の
種
の
活
動

は
、
一八 

九

〇
年
以
降
、學
會
が

所
謂
第

H
期
の
活
躍
時
代
に
入
っ
た
後
も
續
け
ら
れ
、九
十
五
年
よ

6
九 

十
七
年
迄
の
間

^

獨
逸
宇
エ
業
者
問
題

k

關
す
る
研
究
が
九
册

k

納
め
ら
れ

'

て
出

f

れ
た
。

1

八
九
〇
年
よ
り
紐
會
政
策
學
會
が
弭
び
新
し
き
境
地
に
入
込
ん
だ
事
情
は
岗
年
の
フ
ラ 

ン
ク
フ
ル
ト

•
ァ
ム

•
マ
ィ
ン

R

開
か
れ
た
大
會
の
席
上
で
シ
ュ
乇
，ラ

.
ァ
が
說
明
し
て
，

Q

る
。

彼 

は
此
の
年
、エ.

\

ゥ
キ
ン

•ナ

ッ
セ
の

死
k

よ
つ

.

て
初
め
て
大
會
の
議
長

^

選
ば
れ

た“

嘗
て

11
:

 

會
政
策
學
會

％

 

I

八
八

.一

.年
を
以
っ

S

 

ニ
期
の
活
動

k
 

A

っ
s

 

k

は、其

0

前
年
、學
會

f
t
 

初
の

書

記

ァ
ド

y

フ
A

ル
ド

I

つ
た
。

彼

は

ー
八
八
〇
年
若
く
し
て
不
虛
の
死
を
遂
げ
た
。
 

彼
は

.國
民
經
澉
會
議
ど
の
協

f

關
與
し
た
者
で
あ
り
た
が
、遂

に

一
八
八
一
年
の
訣
別
を
知 

ら
ず
し
て
死

4

だ
。

:

社
會
政
策
學
會
其
の
後
の
事
情
に
つ

い
て
は

別
の
機
會
に
於
い
て
物
語
る
で

は
ァ
ィ
ゼ
ナ
ッ
ハ
社
會
問
題
討
議
會
を
發
端

ビ

し

た
社
會
政
策
學
會
の
成

立

ビ

. 

■

:
:
: 

,

過

v
j

を
物
語

6

、神
せ

て、
其
の
性
質
及
び
內
容
を
明
か
に
し
て
為
い
た
。
次
い
で 

問
題

^

移
ら
ぅ
。

 

-

シ
ユ
モ
ラ
ア
‘卜
ラ
ィ
チ
ユ
ケ
の
論
戰 

講
壇
社
會
主
義
論
戰
が
、漸
く
問
題
の
本
旨
を
離
れ
て
徒
ら
に
眾
な
る
ロ
論
に 

旣

R

物
語
つ
た
、ビ
共
に
、ァ
ド

\

フ
ニ

A

ド
の

|
論
文
が
栽
，の論
戰
の
性
質
^
就 

批
評
を
試
み
た
祺
を
言
及
し
た
。
之
れ
以
來
、此
の
論
释
は
下
火

^

な
つ
た
。
然

筆 其 あ  

者 の ら  

は 後 う  
次 の 玆

し い 墮

ブ
レ

ゾ
タ

ノ：
ハ

ム

ベ
ル
ガ

ァ

等
の

主
ど
し
て
勞
働
組
合

^

就
い
.ての

論
爭

が
，あ

6 

ラ
ァ
の
講

.壇
社
會
主
義
辯
謙
論
等
が
あ
つ
た
。

の 經 に

又 乍 て し  

シ ら 明 た  

ュ な 快 事

モ ほ な は  
%

プ

レ
ン
タ
ノ t-现

代
勞
働
組
合
論

」

第

ニ
卷
2

八
セ
一
一
年〕

之
れ
に
對
す
る

Breslauer Zeitung Q

批評

2

八

'セご

^
ナ
月
十

.一一日

〕

ハ
办

•ッ来

.ガ

.ァ？
ia
デC

ボ
ソ
デ
ン
ト

2

A
セ
这
年

一

月
十

六
！：：

第
四
號
シ
ュ
モ
ラ
ァ
論
文
：フレ
 

I
マァ

‘ハ
ン
デ
ル
ス
ブ
ラ
ッ
ト
の
非
雛
、シ
ュ
モ
ラ
ァ
は
徠
页
に
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
派
ミ
講
壇
社 

會
生
義
派

>J

の
對
卑
を
沄
々
し、た
れ
を
針
少
棒
大
に
す
る

_
■の
^
難
に

■
す
る
间
答

)

笫ー
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五
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c
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M
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政
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ゾ
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モ
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ラ
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會
政
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赌
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1
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c
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へ

七

S
印第

S
號シユ

モ
ラ

ア
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『

称
論
、
マ
ン
チ
.エ
ス
タ
ア
舉
底
ミ
講
植

社
，
主義

』
) 

.

■

,

.
:

バ

ム
べ
ル
ガ
ァ

『

紐
合
法
ょ
り
觀
た
る
勞
働
者

g

題』〔
一

八
七

三

^)

プ
レ
ン
タ
ノ

『
エル

•パ
ム
ベ
ル
ガ
ア
氏
の
學
間
的
業

'辕』

ニ八

■.七
.三半

〕

1

八
七
四
年
於̂
け
る
論
戰
は
シ
ュ

モ

ラァ
對̂
す
る

ト
ラ
イ
チ
ュ

ヶ
の
攻
擊
を
以
つ
て 

は
じ
ま
つ
た
.同
年
春

三
月
ジ

ン
グ
ァ
力
デ
ミ

I
 

k

於
い
て
シ
ュ
モ
ラ
ァ

は

ft
會
問
題

^
ブ
 

口
イ
セ

ン
8

家」

な
る
講
演
を
爲
し
た
。
此
の
講
演
は

ト
ラ
イ
チ

ュ
ヶ
編
輯
の

ブ
ロ
イ
セ
ン
年 

報

s

 p
r
e
i
i
s
c
h
e

 

J
a
h
r
b
l
e
r
)

第

三

十

三

卷
，第

四
册
に

載

せ
ら
れ

た
。

(

後
'ゾ
ュ
モ
ラ
ァ
論
文 

集「

現
代
刷
會
政
策
及

び
土

業
政
策
論

^

轉
載

3

る

—

|
八
.
九
〇
年
}此
の

論
^
は
兩
者
が

共
k 

有
す
る
權
威

k

ょ
つ
て

.
著
し
く

一

般
の
視
聽

.を
引
く
ど
恐
は
れ
た
。

シ

.
モ
ラァ
の
講
演
は
結
論
に
於
い
て

は
、
社
會
的
主
政
又
は
官
僚
政
治
を
謳
歌
す
る
も
の 

で
あ
る
。

彼
は
社

#

問
題
の
歷
史
を
解
說

し
、
社
會
階
級
の
齄
生

?:
說
明

し
、
多
く
の
文

化
が
、
此 

の
經
過
を

ビ
れ

る
S 1

を
.述
ベ

M

k

普
魯
西
の
歷
史

1C

於
い
て

此

の

舉
象
を
觀
察
せ
ん

ビ
し
た
。

其
の
ぬ
史
觀
^
於
い

て
は
强

者
か

^
者
を
歷
迫
す
る
ヾ

」

云

ふ
階
級

闘

#
說
も

、大

衆
は
妄
想 

者
化
誘
惑

^

れ
て
自
然
的
秩
序
に
反
抗
す
る
も
の
で
あ
る

^

の
說

も
、共

^
ー 

方
的
で
あ
る

ビ

し
V
K史
の
本
相
は
*か

 

'
る
闘
爭

?:
伴

a
な
が
ら
動

v

靜

.VJ

を
交
響
す
る
も
の
で
.あ
る
ビ
考
へ 

た
。

一

つ
の
靜
は
動
に
よ
つ
て
破
れ
、

1

つ
の
動
は
又
一
つ
の
靜
を
生
み
な
が
ら

W

び
他
の
動 

k

よ
つ
て
破
ら
れ
る
。
し
か
し
此
の
經

'過
の
內

^

人
類
の
文
化
は
進
.步
し
て

行
く
。

元
來
、與
へ

ら
れ

た
る
社
會
的
地
位

^
就
か
て
、

個
人
的
責
任
な

し

€

は

シ

ュ
乇
ラ

ァ
の
捋

論 

で
あ
る
。
從
つ
て
勞
働
者
階
級
の
有
す
る
酷
薄
な
る
地
位

 
'
決
し
て

㈣

等

の
天
賦
の
力
に
相 

關
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、社
會
的
關
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
社
會
的
關
係
は
，主

€

よ
つ

1て
左
右

5
れ
る
が
、階
級

»
成

.こ
^
，征
服
被
征
服
の
揪
カ
關
係
ド
よ
る 

史
的

11
:

#
的
原
因

^
甚
く
も
の
、先
天
的
自
然
的
原
因
^
雜
く
も
の
で
は
な

し
て

£
2級
構
成
纪 

.■̂
の
で
ぁ

.

.つ
て

M 

ぃ
。
'

階
級
支
配
の
社 

す
る
事
は
シ

.
_
_
ュ
.
モ
. 

で
あ
る
が
、

1

般
人 

成
員
が
參
加
す
る 

階
級

^
.
の
み
許

3

笫ニ十

Jr
.卷

(一

會

^

ょ

0

て
は

^

配
階
級
の
文
化
が

榮

え
る
。
し
か
し
之
れ
を
全
窗
否
定 

ラ
ァ
の
立
場
で
は
な
い
。

Jl
-
bの
，文
化
は
一
階
級
の
生
み
出
し
た
所
の
も
の 

類
の
文
化
ど
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
。
唯
問
題
は
、之
れ

R

凡
ベ
て
の
社
會 

か
否
か

_の
點
に
懸
る

°

此
の
點

R
於

S

て
一
文
化
が
支
配
階
級
又
は
上
流 

る
、特
殊
的
の
も
の
に
化
す
る
ど
、暴
力

.的
！！

#
を
惹
す

.事

^
な
る
。
暴
力
的

3I
.
.
0七)

，

社

#

政

策

學

會

の

成

立

：，ミ

シ

ユ

モ

ラ

ァ

の

社

會

政

策

原

理

. 
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五
卷
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1

§

八)

社
.會败策學會の成立

V

シ
ユ
モ
ラ
：
ァ

の

胁

會政策
原
现 

第」

J

九
一
、

闘
#

に
至
づ
て
は
、屢
-
全
文
化

2:
危
殆
な

.ら
し
め
た
_事
例
が
歷
史
上

^

少

く

な

。

0

(

シュモラァは次ぃ

.

で
、此

の

歴

史
.

の

說

明

ド

及

び
、現

代

社

會

組

織

の

成

立

に

及

ん

で

、現
e

II
:

會

問

題

の
性
質
を
分
析
し

’其
の
對
策
を
考
へ
ょ
ぅ
ど
す

.る
。
:
,';

;
勞
働
者
階
級
は
政
治
的
法
律
的
自
由
を

.獲
得
し
，た
じ
か
し
，之
れ

^
伴
ふ
、實
利
は
毫
も
*

へ
 

ら
れ
な
か
づ
允

;0
政
治
、法
律
は
殆

V 」

全
部
が
有
力
な
る
階
級
的
利
害

R

ょ
つ
て
占
め
ら
れ
て
、
 

下
層
階
級
の
.進
出
す
可
き
所
を
殘

3
な
い
。

玆
化
於
い

て

現
代
文
化
の

全
體

k
對
す
る
勞

i 

者
階
鈹

の
闘

#
,的

階
級
意
識
が
發
生
す

る
。

社
會
主
義
は
現
在
赴
會

の

基

礎
?:
悉

く

廢

却

し
 

て
新
文
明
の
幻
想
を
懷
く
。
元
來
、社
會
問
題
は
數
千
の
人
々
が
數
千
度

^

な

く

懐
疑
し
た

L 

^

て、可
能
な
る
も
の
で
あ
る
が
故

^
、茲

^
至

.つ
て

は

、社

.會

民

主

主

義

の

誘

惑

に

陷

る

危

險

が
 

多
分
化
在
る
。

社
脅
民
虫
主
義

は
、社
會
運
動
の
靑
年
病
に
過
ぎ

な

い

、*

は

社
會
の
進

步

の

徐
 

々
た
る
事
步

一
.

步

v
j

築
か
れ

.
て
行
く
事
、新
構

成
は
道
義
心

ざ
律
則
ど
の

第

一
步

k

始
ま
る
可 

さ
も
の
で
あ
る
事
等
を
看
過
し
て
ゐ
る
ァ
い
づ
れ

k

も
せ

ょ
、此
の
動
搖

せ
る

社
會

k

あ
つ

て 

は
何
等
か
の
改
良
を

行
は

な
け
れ
ば
國
家
祉
會
の
安
泰
を
期
す

る
事
が
出
來
な

い。

英
國

® 

傭
西
の
雨
賴

^

比
べ
て
獨
邋
に
於
ぃ
て
歷
史

.
的
變
革
の
、峙
沏

^

11
:

會
的
革
命
の
生
ぜ
ざ

4

し

肩 
|

:>-
-
ト
ぃ:.
'
.厂;1
---::リ

■ 

I 

> 

• 

• 

.

H
 

-
L
.
- 

-

■

メ

j

a

l

-
i

:

は
、之
れ
賢
明
な
る
王
政
ビ
有
力
な
る
官
僚
政
治
ど

^

ょ
る
も
の
で
あ
っ

9
、

十
九
世
紀
前
半
政 

治
上
の
激
し
き
鬪
亊

R

も
拘
ら
ず
社
會
的
平
和

?:
維
持
し
得
だ
の
ば
、普
魯
西
特
有
の
古

5
社 

會
政
策
の
實
行
が
及
ぼ
し
た
效
架

R
外
な
ら
な

S
。

.パ

現
代
に
於
け
る
對
攀
は
、舊
き
制
度
.又
は
習
俗
に
對
し
て
の
懷
古
的
思
慕
に
は
之
れ
を
求
め 

ら
れ
な
い
ヾ

」

共
R

社
#

主
義
の
空
想

^

も
據
る
事
が
出
來
な
い

o

そ
の
大

»

はいづれ̂
あ
 

る
か

S

云
へ
ば
、巨
大
な
る
增
加
蓄
穑
を
實
現
せ
し
め
た
、現
代
，の
財
甯
及
び
交
化

、̂下
層
階
級 

を
參
加
せ
し
む
る
事

.で
あ
る
。
勞
働
者
を
し

：

て一：時
的
賃

I鈒
增
加

R

滿
足
せ
し
め
ず
し
て
、生
 

活
及
び
經
濟
活
動
の
狀
態

Q

改
善

k

解
決
策
の
大
本
は
存
す

.る。
而
し
て
、此
の
®
は
當
然
現 

在
の
狀
態

^

據
っ
て
徐
々

R

行
は

.る
可
き
も
の
、又
其
の
成
资
は
、國
民
殊

k

上
流
階
級
^
於
ぃ 

て
利
己
的
精
神
又
は

M

想
的
精
神
の
ぃ
づ
れ
が
强
大
な
る
か
の
問

®

k
懸
る

o

經
濟
組
織
は
、
 

自
然
の
所
產
で
は
な
く
、諸
種
の
社
會
階
級

.相
互
間
に
於
け
る
法
及

.，び
公

JE
た
る
可

&

も

の

 ̂

對
す
る
常
時
の
論
理
的
觀
念
の
观
產
で
あ
る

o

放
R

論
理
的
觀
念
の
退
化
せ
る
今
日
の
經
濟 

組
織
が
不
斷
の
動
搖
を
つ
く
け
て
、社
會
的
平
和

の
！！

態
k

復
し
得
ざ
る
事
は
當
然
で
あ
る
。

； 

し
か
も
精
神
的
退
化
不

道
德
は
、下
層
階
級
の
所
產
で
な
く
し
て
、唯
物
主
義
非
宗
敎
主
義

ビ
共

笫
ニ
十
五
卷(

ー
芄
0
九)

'
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モ
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成
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會
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政
策
習
 

第

十

號

：

九
、

R
上
層
階
級

.の
發
生
し
傳
播
せ
し
め
^
所
の

も

の

で

あ

る

。
：

..

斯
く
の
如
き
非
雛
を
以
つ
て
シ
ュ
モ
ラ
■ァ
は

M

R

現
代
社
.會
問
題

^

輿
論
の
趨
向
及
び
政 

治
の
形
式
を
論
ず
气
：

輿

論

^
就

い

て
は
、勞
働
者
の
社

#

的
地

.
位
は
、個
人
的
の
責
任
^
ょ
つ 

-

て，然
る
の
で
は
無
い
事
を

.
充
分
観
察
し
、以っ
、て

f t

脅
改
良
の
運
動
に
左
姐
す
可

I

說
S

 

に
政
治

^

題
に
至
つ
て
其
の
結
論
を
下
さ
ん

V」

す
る

.0
•
即
ち
、議
會
、自
由

.出

版

、
自

由

集

.
脅

及

び
 

自：由
韌
筆
の
今
日
、王
政
は
そ
の
獨
斷
を
以
つ
て

.
下
層
階
級
を
指
導
し
て
行
く
事
は
出
來
な
い
。
 

然
し
今
日
の
政
治

.
機
關

0

は
あ

?
 
k

一
 

階
級
的
勢
力
が
浸
潤
し
過
ぎ
て
ゐ
る
。
器
し
政
治 

機
關

ド

レ

て
然
る
可
く
ん
ば
、政
治
は
：常

k

階
級
支
配

ビ

な
I

僅
か

R

支
配
階
級
の
交
代
を 

n
ノ
る
の

.み
に
過

§

ま

S

政
府
は

.
須
く
嚴
疋
：中
立
で
な
け
れ
ば

'
な
ら
：
g

°
超
階
級
的
で
あ
つ
て 

II

會
文
化
の
圆
熟
を
達
成
せ
し
め
ね
ば
な

ら

ぬ

。

立
摩
制
及
び
地
方
自
治

體

；
の
多
く

^

階

級
 

ぎ
關
、
iL

の
跳
蹓
を
見
受

.

く
る
樣

^

、
1

國
に
，あ
つ
て
、社
會
が
自
由

k

動
け
れ
ば
動
け
る

2

濟 

階
級
の
利
己
心
は
ょ

{

大
な
る
活
躍
舞
臺
を
持
つ
。
王
制

k

於
け
る
ょ
ヵ
ネ
共
和
制
於̂い
 

て
最
も
陋
劣
な
る
階
級
支
配
の

.
行
は
れ
た
る
は
、歷
史
に
徵
し
て
明
か
で
あ
る
。

Tv

ノ
、
ド

於

ぃ>
11
#
.文

化

の

純

化

を

沏

す

る

爲

.め

に

、
此

の

國

，

.家

使

命
5:
認

_

し

、
自

出

國

家

の

H

.

 

: 

■ 

.

.

. 

-
L

ニ.，:
I'.' ‘ ,

じ-

,

思
想
を
了

»

し

a
會
階
級
鬪

#

R
對
し
て
滕
然
中
立
的
で

fc
た

,
：會
制
度

0'
最
良
分
子

R

ょ 

つ
て
補
せ
ら
れ
た
王
政
及
び
共
；の

' 官
僚
政
治
を
推
稱
せ
ね

ば.な
ら

ぬ
。
普
#
西
の
賢
王
が
社 

會
政
策
に
ょ
つ
て

.、ょ
く
變
轉
期
の
社

#

及
'
び

國

家

の
統

一
を
持
：.續
し
得
た

S

樣
k

、
同

じ
精 

神
を
以
つ
て
社
會
改
良
の
法
制
を
布

&
、以つ
、て
將

.來
'へ
の
黴
展
を
期
す
ベ
き
で
あ
る

0

'

此
の

論
文

は、ブロ
イ
セ
ン
年
報
の
編

®-
者
で
あ

.る

、ノ
イ
ン
リ
マ
ヒ

.フ
ォ
ン
.ト
ラ
イ
チ
チ
ケ

’

の
論
難

を
受
け
る

.事

ビ

な
つ

た(

同
誌
、

「

八
セ

.
四
年

.七

.八
月
號
、『

社
會
主

義

ビ
其
の

.辯
議
者

』
)

？

'

「

社
會
問
題
ど
普
魯
西
國
.家

」

に
：對
す
る
：ト
ラ
イ
チ

」

ケ
や
批
評
は
、同

：
^

で
ぁ
つ
た
。

「

社
.會
主

_
 V」

其
の
辯
：鍵者

」

の
長
論
文
は

(

一)

市
民
社
，會
の
基
礎
益
ニ

)

現
在
の
社
會 

的
’政

黨

>ヾ
の
ニ
篇

に
分
れ
、够

者

は

國
豸
、
II
:
會

の

本

質

及

び

» •
の

歷

卑
的
被
展

?:
論
じ
、
m

者

は
、
 

社
#

民
主
黨
及
，び
社
會
主
義
論
難
で
あ
る
。

.

シ
ユ
モ
ラ

' 
ア

ic
對
す
る
ト
ラ
イ
チ
ュ
ヶ
の
、此
の
批
評
は
，

I:'

槪

k

從
來
の
如
く
自
由
放
任
主 

義
對
社
會
改
良
派
の
論

#

W

見
る

#.
は
出
來

'な

s
°
少
な
か
ら
ざ
る

g

k
於
い
て
、トラ
イ
チ
ユ 

ケ
は
、V

ユ
モ
ラ
ア
の
見

：

解
ど
軌

.5:1

つ
に
し
て
ゐ
る
。

.

.自
由
放
任

0

マ
シ
チ
エ
ス
タ
ア
學
派 

R
對
す
る
、平
等
主
義
に
對
す
る
、或
ひ
は
政
體
論

0

於.ぃ
て

王
制

を
支
持

.す
る
、$
#
敎
的
な
勞

纸
1
¥-

五

昝

ハ

ナ

五..
.
ニ

>

肽
會
敗
笟
學
會
の
成
立
ぜ
シ
ユ
モ

.ラ
ア
0:
ー
社
會
政
策
脉
施 

笫

十

號

.

九
九

'

.

:: 

.

.

.

.

.

.
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學
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シ
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モ
ラ
ァ
の
社
舍
政
锻
览
理 

第

十

號

二 

0
>

働
«

を
有
す

.る
、唯
物
論
を
排
し
て
精
神
的
偷
理
的

心

構
へ
を
尙
ぶ
、社
會
構
成
に
、階
層
的
な
る 

t

靓
め
る
又
は
其
の
國
象
觀
等
々
の
諸
黯

R
於
い
て

ト

ラ
イ
チ
ュ
ヶ
は
シ
ュ
モ
ラ

^
の
所

* 

k

疋
呵
的

^
對
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

'
然
し
乍
ら
、ト
ラ

,イ
チ

」

ヶ
は
、シ
ュ
モ
，ファ
.が
歷
ヒ 

の
發
展
が
階
級
的
で
あ

A

其
の
發
生
が
不
疋
ヾ

」

暴
力
ど

R

£
 
く
ど
の
思

想
に
對
し
て
は
反
對 

し
、階
級
の

.發
■生
が
權
カ
ド
甚
く

 
V 」

し
て
も
、其
は
、各
階
級
又
は
各
個
人
の
天
賦
又
は
後
天
的
な 

特
梢

k

よ
つ
て
階
級
支
配

.ビ
な
つ
て
現

出
'す

る
も
の
で
あ

6
、從
つ
て
社
會
の
芯
然
内
杉
式
で 

あ

b
何
等
不

JE
で
な
い
ど
の
見
解
を

«
く
。
此
の
根
本
的
見
解
化
よ
つ
て
ト
ラ
イ
チ
ュ
ヶ
よ

、
. 

斷
然
、ァ
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
會
構
成
を
主
張
し
、以
つ
て
ブ
レ
ン
タ
ノ
、シ
ュ
モ
ラ
ァ
等
有 

力

^
る
大
.學
敎
授
の
主
張
に
反
對
せ
ん
ど
す
る
。
ブ
レ

ゾ

タ

ノ

及
び
シ
ュ
モ
ラ
ァ
よ

4
 

代
文
化
へ
の
蔺
人
の
參
與
を
要
求
す
名
。：
し
か
し
乍
ら
、高
度
の
文
化
を
支
持
す
る
に
は
低
級 

な
る
經
濟
活
動
を
必
要

ビ

す
る
。

'且
つ
又
、高

度

の

文
化
は
高
取
の
敎
養
な
く
し
て
は
享
变

3 

^
 

0
 

 ̂

く
そ
れ
故

^

特
楹
的
な
少
數

者
が

充
分
な
る
高
度
文
化
の
恩
惠

k

名
し
、其

の
發
畏

乙 

貢
献
し
得
る
爲
め

k
.は
大

.多

.數
者
は
、必
然
低
級
卑
賤
な
經
濟
活
動
を
以
つ
て
、ぬ
の
文
化
を
支 

お
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
か
、
る
經
濟
的
職
業

k

あ

る

も

の

は

.文

化

敎

養

の

程

度

が

I

低
さ
が
故

^
、其

■の
儘
を
以
つ
て
は
、現
代
の
所
產
に
享
樂
を
差
し
許

5
る
、*
全
く
不
可
能
で 

あ
る
？

大
多
數
考
の
：文
化
貢
献
の
意
義

.
•は、此
の
少
數
者

^

ょ
つ
て
進
展
せ
し
め
ら
る
、文化 

の
經
濟
的
根
本
的
必
要
條
件
を
供
給
す
る

^
あ
る
。

.

若
し
、文
化

R
對
す
る
常
人
の
平
等
的
享 

受
を
確
保

.せ
ん
ビ
す
る
な
ら
ば
、優
越

.！I

s
し
て

一

般
太
衆
の
程
度

^
其
の
才
能

?:
引
&
下
げ 

し
む
る
の
外
，方
法
は
な
い
。
し

か

し
、尊
れ
，

k
:
1
:

國

.文
化
，の
破
壊

?:
意
味
す
る

k
外
な
ら
な

y

 

:
トラィチュ：ヶ
の
斯
く
の
如
さ

^

解
は
極
め
て

_非
民
主
々
義
的
で
あ
る
。
大
衆
は
常

^
社
‘ 

命
の
下
層

^
下
積
み
で
な
け
れ
ば

^
ら
ぬ
ビ
は
至
極
貴
族
的
な
見
解

ビ

沄
は
ね
ば
な
ら

g

M
 

し
て

.傅
統

0
尊
貴
を
説
く
が
故

R
、家
；族
制
度
私

#

財
産
制

.度
の
不
變
不
撓

.を
主
張
し
て
、秀
才 

及
び
有
能
者
、換
言
す
れ
ば
高
度
文
化

.の
直
接
の
支
持
及
び
作
成
者
は
、

'®
^
傅
統
的
な
名
^
名 

家
又
は
上
流

.の

.階
級
ド
生
れ
る
ビ
す
る
。

■
從
つ
て
ト
ラ
ィ
チ

,
ヶは、又卑
俗
な
マ
ン
.モニ
 

ズム、

M
業
營
利
の

^

»

R對
し

■て
は
反
對
を
し
、击
典
的
な
主
制
琴
び
官
僚
制
度
に
絕
大
の
價 

膨
を
認
め
る

o

而
.し
て
勞
働
者
又
は
一
般
下
層
大

.衆
が
有
す
る
美
德
の
一
つ
は
、其
の
生
活
及 

び
職
業
上
の
必
要

' に：も

i

る
事
な
が
ら
、彼
等
の
懷
く
敬
虔

.な
る
宗
敎
心
で
あ
る
。
此
の

IX
在 

R
.於
け
る

.卑
賤
な
る
階
級
も

_

0
fl
]
i
.
k
は：最

.も
優
良
：な

'る「

國
.
'段
で
，あ
：る

v
j

の
.ゲ

テ

の

；言

笫

ニ

十1
4

卷

(
1

五
H

3

社

會

政

策

學

會.の
.成

立V

シ
ユ
4

ラ

ァ

の

社

食

政

-策

职

现
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十
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一

五j

四)

，
社

脅

漱

繁

會

：の

成

彥

：
ド
ラ
モ
ラ

>
'の
.
：社

會

政

策

羅

 

第
十
：
號

I
Oニ

葉
を
引
用
す
る
。
勞
働
を
以
つ
て
神

^

對
す
る

•天
職
ど
信
ず

'る

社
脅
的

甚
督
敎
主

1|
の

信

條 

ヒ
向
じ

も

の
を
勞
働
者

..は、持

0
:
.て
.:
'
-ゐ
'る
。
' 
從
つ

.て
如
猶
な
る
生
：活
條
件
に
於
い
て
<

不
足
を 

訴
へ
ず
し
て
、寧
ろ
困
難
な
る
材
料

k

當
面
し

i

術
家
の
，場
合
^
於
け
る
ど
同
じ
勇
猛
な
る 

製
作
心
を
以
つ
て

：

邁
猶
し
て
、同
時

K

彼
等
は
此
の
，境
地

^

安
.心

3>
;
命
を
覺
へ
る
。
人
間
の
眞 

の
幸
福
は
此
の
安
心
、滿
足
に
あ
る
。

し
か

.る
^

社
會
主
義
：及
び
之
れ
に
傅
染
し
た

.、某
々
の
大
學
敎
授
は
、現
在

^

於
け
.る
不
滿
足 

V
J，
.沿
し
將
矿
社
會
へ
の

'空

想

的
甘

.渉

?:
勞
働
者
階
級

k

對
し
て
宣
傅
す
る
。

其
の
間

k

惡
 

.炎
な
し
ビ

®

も
歷
史
的
社
會
的
認
識
の
不
足
ょ
り
生
じ
た
る
、彼
等
の
感
傷
的
饒

n

神
經
的
恐 

w
 
Z

そ
.學
問
的
又
は

ft
理
的

®

念
の
迷

.5:
*

を
引
起

_

し
め
た
主
要
原
因
で
あ
る
。

»

力
支

.i
n 

に
發
生
し
た
國
家
は
其

.

.の
後
、自己

〉

の
社
會
的
責
務
を
藤

®

し
て
、舞

階

級

的

文

化

進

埗

の

,a
關 

ビ
し
て
共
の

*

力
を
行
使
す

i

 

S

つ
た
、而
し
て

>國
讀
の
、か
、
る
責
務
實
行
ど
下
層
階
級 

0

人
間
的
權
威

.
の
自
覺

(

現
在
の
ま

>
 
の
祉
會

k

於
け
氣
宗
敎
的
な
安
心
立
命

^

云
ふ

—

ト
 

フ
ィ

•チ
，，ヶ

)

ビ
'上
淨
階
級
ド
於
け
る
社
會
共
同
實
任
の

自

«

ビ
は
今
日
：の

f t
#■
'

の
進
步

t

%
 

語
る
名
の
で
あ
る

。
- 

,

ト
ラ
イ
チ
ュ
ヶ
の
論
雛
は
、要
す

.る
に
、社
會
主
義
攻
擊

R

し
て
、之
：れ

R
影
響
せ
ら
れ
た
る
大 

學
敎
授
連
の
社
會
改
挺
論
の
消
極
的
な
弱
音

t
非
雛
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
會
主
義
の
唯
物 

論
の
影
響
を
う
け
て
物
的
幸
福
を
保

.證

.せ
ん

v
j

ず
る
彼
等
の
主
張
は
、最

.も

..反
精
神
的
な
る
も 

の
.で
^

力
.な
.る
國
段
生
活
カ
を
奪
ふ

■も
の
で
あ

.

.う社

#
,分
.業
，の

M

落

k
.
.ょる

S1
1
會

#

A
?:
■危
 

う
す
る
の
恐
想
で
あ
る
。

『

人
間
の
必

M

R
規
定

^
れ
た

.社

#

の
貴
族
制
的

«
成
は
、實
際
何
等
、
 

不
仁
ポ
正
の
も
の
で
は
な
い

』

ビ
云
ふ
の
が
ト
'ライ
チ
ュ
ヶ
の
シ
ュ
モ
ラ
ァ
攻
擊
の
要
點
で
あ 

る
。
各
個
人
及
び
各
階
級
は
、

®!
:
會
の
共
同
生
活

^
連
帶
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、あ
ら
ゆ
る
自 

由
及
び
そ
の
制
度
は

S

 
.づ
れ
も
社
會
共
同
生
活
上
の
必
要

R
發
す
る
制
限

?:
愛
け
る
。
此
の 

制
限
を
：社
會
的
利
益
の
爲
め

K

加
へ
る
も
の
即
ち
國
家
.であ
つ
て
、國
家
の

ft
#
政
策
ヾ

」

は
、現
 

代
人
の
生
命
た
る
自
曲
活

®/
の
貢
献
に
背
職
す
る
事
な
く
し
て
、啤
の
極
端
な
，る個
人
化
を
防 

ぎ
、
經

濟
的
目
的
の

無

遠

虛
な
る
追
求
が
全
國
民
階
級
の
健
康
、

敎

養

及
び
道

m
.
K
及
ぼ
す
可

3 

危
險
を
除
く

^

あ
：る

。

.

'

斯
く
の
如
き
ト
ラ
イ
チ
ュ
ヶ
の
批
評

k

對
し
て
シ
ュ
乇
ラ

'
ァ
•は
反
駿
を
加
べ
た
。

「

法
律
ど 

國
民
經
濟
；の
若
へ
干
根
本
問
：題

^
就
い
て

j

ど
題
し
て
ト
ラ
イ

.チ
»

R

宛
.て
た
る
公

_

狀
«
即

猿

.ニ
十
五
卷

'
P五一

五)
：

社
會
政
策
擧
畲
の
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
ァ

©社
會
政
：策
原
、理

 

.
第
十
；號
 

ー
§

ー
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»
 

-
 

,

第
二 r rR

卷

C
1.

五一

六)

社
會
政
ー
策
學
會
の
辑
立

w

シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
-#
政
策
原
理
 

笫
卜
^

1057

ち
之
れ
で
あ
る
。U

b
e
r

 einige 

G
r
g
d
f
r
a
g
e
n

 

des 

Rechtes 

u
n
d

 

Vol
k
s

 wirtschaft’ 

E
i
n

 offenes 

sendsch— 

reiben 

an 

H
e
r
r
n

 
Professor 

Dr. 

Heinricli 

v
o
n

 

Treitschke 

1S74 

丨

 7
5
.

本
姿
时
文
よ
ヒ
»K
デ
ブ
ラ 

ノ
ト

S
®

經
濟
學
統
計
學
年
報
第
一
一
十
三
、四
の
兩
卷

k
發
表
し
た
も
の
、其
の
後
軍
行
本
ど
せ
ら
れ 

て
會
ぐ
流
布
し
觅
に

 

一
.八
九
八
年
他
の
論
文

ビ

合
せ
て

「

社
會
政
策
及
び
國
民
經
濟
學
の
荇
干 

® 
本 

R 題 

f 
ついて

」

の
中

k
集
錄

3
れ
た

o
b
e
r

 

die 

e
ia.
g
e G

r
u
n
d
h
a
g
e
n

 

d
e
r

co-oclKPOHtik 

un
d 

d
e
r

 volkswirtschaftslehre 〕

此
の
論
文
は
シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
理
論
の
中
心
體
系
を
爲
す 

も
の
、「

分
配
の
公
正

」

を
論
じ
た

-
篇
で
あ
る
。

ニ
で
頁

^

上
る
此
の
長

.

.論

.
Xは
著
者
が
其
の
序
に
云
へ
る
が
如
く
、對
ト
ラ
ィ
チ
ュ
ヶ
の

\
| 

雛
?:
主
ど
す
る

.よ
み
も
、彼
の
社
會
觀
及
び
祉
會
改
良
现
論
の
原
理
を
戡
礎
づ
け
ん
ど
し
た
も 

の
に
外
な
ら
な

い
、
シ

ュ
モ
ラ

ァ
は
旣

k
、個
別
的
關
係
的
諸
間
，題
の
研
究
の
外

k
、社
會
及

び
殖 

濟
理
論
の
哲
學
的
究
明
を
欲
し
て
ぬ
た
、彼は

「

癣
濟
學
の

3;
£

礎
問
題
ど
原
理

」

R

關
す
る
發
表
を 

論
#

の
當
の
相
手
な
る
ブ
ロ
ィ
セ
ン
年
報
の

_

輯
渚
ト
ラ
ィ
チ

.-
ヶ
k

約
束
し
て
ゐ

.そ

 ̂

の
原
到
究
明

^

彼
の
實
際
問
題
の
具

體

的
研
究
汉

よ
つ

て
强
固
な
る

根
據

2:
確
守
す
る
も
の 

で

^s

つ

て
彼
の
祖

#

«
濟

Jy
論
の

體

系
を
完
庇
せ
し
ひ
る
も
の

で

あ

る
。

此
の

t

画

C
^

ぐ

て
、「

國
民
經
濟
の

S

礎

^

そ
の
律
則
及
び
公
正
の
原
則
に
對
す
る
關
係

」

を
論
ぜ
ん

ヾ」

す

る

Q

で
 

あ
る
。/.故

^
此
の
一
篇
を
以
つ
て
シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
理
論
の
原
理

ど

云

ふ
も

過’稀で 

は

あ
る
ま

い。
殊
に
シ

,

モ.ラ
ァ

R

於
い
て
は
、此
の
原
现
の

科
學
的

究
明
は

*

て、實際
社
會 

問
題

K

於

け
る
實
踐
的
意
義

ビ
轉

ず
る
の

で
あ
る
。

科
學

的

理
論
的
效
果
は
、實
踐
上

k

具
體 

化
せ
し
め
ら
.れ

る
0

科
學
の
實
踐
的
意
義
を
主
張
す

る
事
は

シ

ュ
モ
ラ
ァ
本
來
.の
立
場
で
あ 

っ

た
。

.

.此の

S

就

lr
て
の
檢
：討は
、社
會
政
策

^!
論

の
方
法
論
々

#

の
時
代
に
入
ら
ね
ば
な 

ら
ぬ
が
故

'に、次
の
機
會

^

讓
ら
れ
る

。

'

:

シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
論
文
は
數
篇

R
分れ

.る。
緒
論

(

一)

著
者
の
主
張

€

之
れ

k

對
す
る
ト
ラ
ィ 

チ
ユ
ヶ
の
批
評
の
避
¥
ー

 
一
®
斷
論
的
方
法
ビ
批
判
的
方
法

§)

經
濟

•偷

0

及
び

*
則(

四)

則
產
制 

度
ビ
分

K
公
正
の

®

M

S

M

»上の
，不
正
、革
命
及
び
改
良

(

六)

社
會
構
成

ビ

社
會
進
步

(

七)

現
代 

の
：社
會
政
策

.運
_

及
び
現
象
に
：對
す
る
ト
ー
ソ
ィ
チ
，ノ
ヶ
の
：論

.；斷
、の
數
節
で
あ
る
。

'
V
チ：：

モ
ラ
ァ
は

‘先
づ
、兩
苕

Co
.
所
說

_
k相
.似
た
：る
所
あ
ぅ

メ

雖
も
、其
の
.根本
思
想

.は

.全
く
興 

な■

る.も
の
で
あ
る
事
を
主
張

」

、從
つ
て
兩
者
の
論
爭
は
對
立
す
る
原
遡
の
抗
辦
で
あ
る

V
J

し 

た
も
ト
ニ
フ
ィ
チ
ュ
ケ
の
.'
所
論
は
誤
解
又
は
正
解
せ
ら

H

て、此
の
有
力

' な
_る
學
者
の
有
す
る
廣

:

笫二十五卷
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c
i
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社
會
政
策
學
，
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.成
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？
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モ
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ァ
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! 

O
r

秦

者

層
S

し
て
著
し

‘

影
-

を
與
へ
、其

.

の
影
響
が
極
め

I

寄
f

を
以
?

、彼
の
所

論
の
錯
誤
及
び
不
明

?:
鬼
疋
す
る
ヒ
共
に
、彼
が
シ
产
モ
ラ
ァ
、ブ
レ

y

タ
ノ
.及
び
講
壇
出
會
主 

義
派
の
人

k々

與
へ
た
る
、
一

切
'

無
差
別
混
同
的

!

評
、即

I

I

逸
社
，

民
主
黨

ど
祉
會 

主
義
社
會
主
義
ミ
a

會
政
策
學
會
，及
び
同
、學
會
•內
部
の
諸
會
康
各
自
の
所
說
，
等
k

對
し
て
下 

3

れ
た
混
同
的
批
評

.

は
、皮
相
的
な
讀
者
を
し
て
、是
等
各
々
相

.

違
な
る
諸
傾
向
を
、全
■く
同
一
览 

せ
し
む
る

^

至
る
危
險
を
藏

する。

：

：

.

:
 

•

取
く
し
て
シ
一
モ
ラ
ァ
は
、彼
等
が

11
:

.會
主
義
理
論

^
與
.へ

る
稱
讃
は
、

國
民
經
»
汶
於
け

る 

&
 

f

律
則

ど
の

原
則
の
誕

_

理

論
k

置
か

れ
.
る
も
の
に
し

て
、社
會
主

義
理
論
の
全
部

5
 

し
て
で
は

な
く
、殊

^

其
の
實
際
：運動
理
論
に
就
い
て
は
全
然
之
れ

を
排
斥

す

る
が
故
吣
ト
ラ 

ィ
チ
ヶ
の
云
ノ
社
食
主
義

^

就
い
て
の
祉
會
政
策
論
者
の
接
近

は
、
社
會

主
義
ヒ
共

^

論

雛 

し
、去
ら
る

べ
|

'

で
な
ぃ
暴
解
す
る
。
彼
は
舉
其
の
人
間

I

I

人
の

文
化

參
與 

論
®

會
的
責
任
論
歴
史
的
發
展
に
對
す
る
悲
觀
的
傾
向
、階
級

發
生

の
原
因
た
る
權
カ
及
び
其 

の
正
邪
論
等
に
就

S

て

ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ

の
批
評
の
正
鶴
を
失
せ
る
を
指
摘
し
て
自

-2
の
見
解

懷
疑
的
な
る
批
判

‘こ
然
ら
ざ
る
獨
斷
論
ビ
は
、前
者
が
有
力

V 」

な
る
事
に
於
い
て
、近
世
科
學 

の
發
展
を
生
み
だ
し
た
所
の
も
の
で
あ
る
。

社
#

問
題
の
討
究
を
以
つ
て
今
日
の
流
'行的
現 

象
ど
し
反

.理
性
的
な
問
題
を
論
ず
る
も
の

W

斷
ず
る
ト
ラ
ィ
チ
ュ
ヶ
に
對
し
て
シ
ュ
モ
ラ
ァ 

は
、
社
會

問
題

の
論
議

®

し
さ
今
日
、之
れ
を
冷
靜
な
る
科
學
的
立
場
ょ
ぅ
論
じ
て
、之
れ
に
對
す 

る
'指
針
を
社
會

^
示
す

Z 

£

は
、毫
；も
反
理
性
的
の
討
究

k
非
ら
ず
、し
か
も
科
學
的
論
带

R
於 

s

て
は
、國

#
に
於
け
る
が
如
く
、多

ft
決
を

a

つ
て
之
れ
を
決
定
す
る
可
か
ら
ざ
る
事
情
^
あ 

る
0

後
者

k
於

s

て
は
大
體

R
於
け
る
方
向
の

1
致
な
く
ん
ば
何
.等
效
果
あ
る
結
論
化
到
達 

す
る
事
を

得
，g

。

科

a
的
.論
爭

に

あ

つ

て

は

，眞

理

：の
力
：以
：外
k

決
定
的
な
る
も
の
は
無

S
、 

『

各
，國
家
團
體
に
於
い
て
、國
民
各
個
の
實
際
的
行
，爲
は
，、刑
法

^

ょ
つ
て

■規
定
せ
ら
れ
た
！定
 

範
圍
內

R

の
み
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、然
ら
ざ
れ

ば
，
秩
序
あ
る
共
同
生
活
は
不
可
能

ど
な 

る
。
多
數

.考
：の
思
想
及
び
見
解
が
：一
定
の
限
界

.內

k
於
ぃ
て
一
致
せ
る

*

は、双
治
上
に
於
い 

て
も

.

著
し
く
望
ま
し
い
事
で
あ
る
、

若

し
然
ら
ざ
れ

ば

少

く

ど

：も

自

由

な

.；る

.政
體
は
不
可
能

VJ 

な
る
。

し
か
し
斯
く
の

如

き

狀

態
は
、學
問
バ
の

'自

曲
、個
人
的

.確
信
：の

自

由

?:
法
律
：的
又
は
，精

« 

的
^

局
.

限
し
た

6

、或
"

は
：一

定

：の

：
問

題

ば

、
之

れ

：：を

論

議

埒

.外

k
置

く

2£

宾
め
だ

ぅ
、
一
定
.の
法

#
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十
五
：卷a

五
1
+
:
九〕

社
會
政
策
學
會
の
成
立
ぐ
Vシ
ュ
'モ
ラ
ア
；の
it
#
政
策
皞
理 

第：

十虢ー〇七



笫
ニ
十
五
卷
：(

”
五
.ニ
〇)

社
會
政
-策
學
#
の
成
立
ミ
シ
ユ
モ
ラ
'ァ
，の.社
會
政
策
职
理

-

第
卜
號
‘

「

0
八

及
び
政
治
上
の
定
論
は
之
れ
を
不
可
侵
ど
定
言
し

.た
'
ぅ
、批
判
及
び
懷
疑

5:
嚴
禁
し
た

V

す
る 

事
に
ょ
つ
て
永
あ
得
ら
れ
は
し
な
い

6

現
代
國
家
は
須
か
ら
く
、充
分
自
己

t
意
識
し
て
悠
然 

ビ

次
の
.如

く
，言

a
放

ち
得
な
け
れ
ば

^
ら
ぬ
、即
ちt

汝
等
好

む

が
偉
ド
懷
疑
せ
ょ
、汝
等
の
極
め 

て
峻
嚴
な
る
批
判

'の
後
、吾
が
制
度
は
公
疋

^

し
て

.理
性

^

對
し
て

.遜
色
な
き

5:
汝
等
は
見
出 

す
ベ
く
、或

a

は
若
し
然
ら
ざ
る

'
 
此
の
秧
：序
の
捋

.內

k

於
け
る
法

m

的
改
芾
は
、

^

命

^
ま
さ 

る
數

仏
の
好

.稍
合
な
る
機
會

5:
提
、供
す
る
を
見
出
ず
べ

»し」

ど。
.
.构
.由
な
る

"國
家

k

於
け
る

M 

想

及
び
見
解
の

統

一

は、
唯

だ
健
全
な
る

社

食
狀

®

及

び
自
由
討

_

の
所
產
に
し
て
も

®

も
’

「

存 

在

す

る

も

の

凡

べ

て

坪

性

的

な

の

命

題

を

以

つ

て

は

，じ
：ま
る

■.が
如
さ
.新
し
き
國
象
獨
斷 

論
の

.所
產
で
は
あ
々
得
な

S

。』

此

の
見

M

k
:基

い
て
シ
ュ

モ
ラ

ァ

は

、學
：間

の

名

k

於

ぃ

て
獨
斷

.論
を
排
し
て
、

懐
疑
.的
た
ら 

ん
ど
す
る

W
し
て
歴
史
的
經
過
の

.中
、ト
ラ

.ィ
チ
ラ
ヶ
が
不
變
ヒ
し
て
認
め
た
る
、人問
の
自
然

的
不
平
等
、辦

_
,財
產
制
度
、社
會
の
貴
族
制
的
搆
成
'等
に
就
い
て

ト
ラ
ィ

チ

ュ
ヶ
の
見
解
を
殊 

R
獨
斷
論

w

し
て
反
駁
す
る
。
 

,

人
调
の
不
：平
等
は
自
然
的
事
實
な
，

f

す
る
の
主
張

k

對
し
て
：シ
ュ
モ
ラ
ア
は
、之
は

大
部

分
文
化
的
事
實

k'
.
ょ
る

.
も
の
で
あ

-o
V
J
し、從
つ
て
不
可
變
：な

i
る
自
然

'
的
.事
實
で
な

"
く
脎
‘史
的 

原
因
の

«

產
で
あ
る
。
歴
史
的
所

.產
ど
は
可

®

的
：な一

:
定
.
原
®

め
存
在
^
對
す
る
因
果
關
係 

R

し
て
此
：

'の
.原
.
因
.
の
存
す

.る
限

.

.り

.一

定
の
結

.果
丨

—

:
.社
會

.秩
序
一

-
‘は
存
立
す
る

•か、原
因
の 

*

化
す
る
に
於
い

.て
は
、此
の
結
果
も
變
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

+

婚
姻
、財
產
制

.度

.及

.
び
貴
.族制 

11
:

會
■

龙
R

.就

.
いても

同
：
一
で
あ
る

'9
ト
ラ
ィ
チ

ュ

ヶ
は
自
由
交
易

.の

.祝
福
を
唱
へ
る
。
然 

し
.
乍
ら
自
由
交

n
勿
士
は

"1

體
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、完
全
な
る
自
山
交
易
と
は
遂
に
存
在 

し
て
ゐ
な

S
。

文
"
か
、
る
自
由
交
易
が
自
然
的
：で且
つ
.，
到
る
處
有
利
な
る
效
果
を
持
つ
も
の 

'ビ
は

M

は
れ
ぬ
。

S

づ

乙
R

、於
い
て
も
、個
々
の
善

*

り
惡
な

I

の
力

が

財
產
制
度
所
得
分

* 

組
織
を
本
質
的
に
支
齙
す
る
法
的

.偷

.理
的
博
內

k
あ
つ
て
活
動

.し

、所
を
異

R
し
て
色
々
の
形 

體
を

V」

つてゐる

0

此
の
偷
理
的

.法
的
境

.界
は
恣
意
に
變
化

A

せ
る

事
は
出
來

g
、

之れ又あ 

る程度の不可

.變
な
る
自
然
事
實

R

ょるものであ

'る
が
，ひ
し
ろ
同
時
は
精
神
的
偷
理
的
發 

展
の
生
產
物
で
あ
ぅ
、即
ち
進
步
の

.法
則
の
下

K
立
つ
も
の
で
あ
る
。
此
の
境
界

は
、時
代
の
输 

理
的
敎
養

^

從
ひ
、又
新
し
い
祓
雑

.せ
る
經
濟
的

.關
係
を
通
-じ
て
一
時
規
定
せ
ら
れ
た
る
全
社 

會
の
要
望

R

從
つ
て
、或

a

は

0
が
り
或

a

は
狭
ま
る
の
で
あ
る
。
絕
對
的
な
自
由
交
易
は
將

:
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;Ti
b
#政
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：
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1十
ぶ

110

來
に

於

い
て
國
家
を
廢

止

す

る
之
考
へ
る

夢

ビ

同
.檬
、そ
丨
ト
ビ
ァ
で
あ
る
、國
家
が

廢
止

せ
ら 

れ
ざ
る
限
り
絕
對
的

_自
由
交
縣

.の
_成

立

す

：
る
：
理

：
由

，
が

.

»い。

か
く
の
如
く
シ
ュ
モ
ラ
ァ
は
自
然
の
物
理
的
經
過

k

於

い

て
i

そ
、不
變
な
る
現
象
を
認

む 

る
ど

^*
も
其
の
似

^
於
い
て
は
進
步

5:
ig
め、其
の
存
在
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
婚
娴
^
產
抑 

度
，一

定
の
祉
會
秩
序

^

絕
對
的
な
る
偸
理
的
觀
念
は
存
在
し
な
い
。

トラィチュヶが之れ 

等
の
制
度
の
有
す
る
不
可
變
の
偷
：理
的
觀
念
な

&
V
J

誤
認
す
る
も
の
は
、あ
ら
ゆ
る
法
的
制
度 

の
上

k
立
つ
偷
迅
的
觀
念

^

1
て
、婚
姻
財
產
制
は

.

.成：
'文
法
的
外
形

^
過
ぎ
ず
、此
の
中
^
か
の 

«r
斑
的
觀
念
が
自
か
ら
を
表
現
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
從
つ
て
外
的
形
體
そ
の

も

の
は
常

R 

改
變

?:
蒙
る
を

.免
れ
な

S

。

シ、
モ
ラ
ナ
が

.

此
の

®

k

於

s

て
强
調
す
る
所
の
も
の
は
、自
然
的
決
定

.

因
k

對
し
て
文
化 

的
歷
史
的
決
定
：要
素
の
有
力
な
る
作
用
で
あ

.

る
。

.

國
民
經
濟
組
織
の
上

R

及
ぽ
す
、文
化
創
造 

の
働
さ
か

.

け
は
看
：過
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
社
會
組
織
の
形
體
を
決
定
す
る
要
素

^

 

は
自
然
的

H

學
的
の
も
の
が
ぁ
る
外
に
、心
理

•

的
•

理
的

原
因
の

|

聯
が
あ
る
、又
個
々
の
經
濟 

行
#

は
全
體
的
感
収
世
界
觀
念

.
'

世
界

k

よ
，つて

.

左
右

3
れ
、客

®

的
.

普
.

遍
，的

な
る

■

生
活
秩

序
に

ょ

o

て
影
響
せ
ら
れ

f

經
濟
活
動
も
亦
、倫
理
的
見

m

の
下
に
來
る
可
き
で
あ
益
し
て
此 

の
心
理
的

»

理
的
原
因
素
が
國

.民
經
濟
の
組
織
を
決
定
す
る
は
、常

^
同
一
.の
强
度
を
以
つ
て 

す
る

も
の

で

な

い

。

心
现
的
偷
理
的
原
因
素
そ
の
も
の
；か
不
變
の
存
在
祀
非
ざ
る

•か
故
に
、之
 

れ

k

3£
く
.制

ff
i

k
變
化
が
生
ず
る
。
利
己
心
を
以
つ
て
恒
久
的
確
定

.的
な
動
機
€見
る
の
は 

誤

5
.で
あ
る
。
利
己
心
其
の
も
，の
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る

€
は
云
へ
、之
れ
の
み
が
、又、唯一 

の
'要
素
で
は
な
い
。
之
れ
ド
甚

い
て

國
民
經
濟
の
自
然
法
、自
然
秧

.序
を

.云，々
す
る
の
迷
妄
は 

瞭
然
で
あ
る

0

_

其
れ
故

^
、シュモラァにどつては、國民

»

濟
組
織
問
題
は
軍
な
る
技
術
的

1
4學
的
の
問 

題
：
.ド
非
ら
：ず
、單

^(

自
然
的

'機
械
的

#

力
に
ょ
つ
て

•支
，配

S

る
、

も

の
で

な

く

.

し
て
、心
理
的
衝 

動
生
活
の
問
題
：で
あ
ぅ

ft
理

V」

律
則

€
の
.問
題

.で
あ

b

ir
理
.的
.
‘生：
©

秩
序
の
問
題
で
あ
る
。
 

國
家
權
力
の
發
動
：の

大
小

^

就
い
て
の
論
議
は
へ
寧
ろ
第
二
次
的
な
問

®

で
あ
つ
て
、彼
等
の
新 

經
濟
學
派
の

特
色
：

は
如

上
の

»

^
存
在
し
、彼
等
ば
，國
民

.經
'濟
：の
內

^

自
然
秧
序
を
誕
め
る
思 

截
家

^
ヒ
つ
て
は
、必
然
否
定
す
る
か
又
は
■解
明
の

餘

地
な
さ
、社
看

k

於
け
る
パ
進
步
を
信
ず
る 

黯

0
あ
る
°

_ニ
十
五
卷

'

2
五ニ三

)

社
會
政
策
學
會
の
成
立
？
シ
ユ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
原
理
，
 

第
十
號
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一
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第

ド

.^ -
'

•

ニ

ニ

マ
シ
チ

ェ
ス
タ
ァ
學
派
に
對
す
る
此
の
根
本
的
楚
別

'
の
外
ド
な
ほ
次
の
諸
黙
が
指
摘
れ̂
 

る
。
.
彼
等

の
主
張
す
る

.形
式
的
：物
質
的
自
由
主
義
は

^

、化、經

»

.の
發
.展
ヒ
、廢
棄
せ
ら
れ

た
る 

拘
束
的
法
令
の
數
た
ょ
っ
.て

量

.ら
ん
ど
す
る
が
、し
か
も
、
實
.際
に

於
げ

る
賢
，銀
狀
態
の
研
究

は
、
 

.此

の

自

由

主

義

：的

立

法

殊

，に
、勞
«

契
約

^

關
す
る
自

S

が
多
大
の
弊
害

V
J

經
濟
上
の
不
公
疋 

ビ

t
«
生
せ
し
あ
た
事
實
を
做

か

め

得
て
ゐ
る
。

tt
會
的
弊
番
を
形
式
的

法

制

の

.改
正
<
を
れ 

自
體
で
.除
さ

#

る
ビ
は
空

想

で

"あ

る
.0

利
己
心
ど
自
由

m

爭
の
み
か
ら
_
和
が
生
ず
る
ど
考 

へ
る
は
國
民
經
濟
學
ど
云

a

乍

ら
、個

入

の

經

濟

丈

け

'を

し

か
注
視
し
な
か
っ
た
®
斷
的

學

派 

の
誤
信
で
あ
る

0

批
判
的
の
人
々

k

ど
つ
て
は
、調

和

(£
は
現
實
の
事
實
で
な
く
し
て
、をの
實 

現
又
は
接
近

k

努
力
す
ベ
、

‘
趣
想
で
あ
る

?

理
想
へ
の

步

み
は
歷
史
の
示
す
所
で
あ
る
。
此
 

の
到
想
ビ
共

R

V

ュ
モ
ラ
ァ
は
彼
の
持
論
で
あ
る
、あ
ら
ゆ
る
人
‘間が
文
化
の
生
み
出
し
た
ぶ 

級

.の
rj
r

産

R

益

< 

參
與
す
可
さ
事
を

0 

0 

S
し
て
揭
げ
る

'0
世
界
史
の
意
義
は

#

次
^
多
く 

の
人
間
を
引
含
つ

^

い
て
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
所
產

k

接
近
せ
し
ひ
る
事

k

あ
.々
、其の
目
標
は 

最
下
層
の
窮
厄
せ
る

.階
級
の
陷
込
ん
で
ゐ
る
水
準
を
引
き
つ
、
い
て
高
め
る
事

k

あ
る

o

自 

雄
的
過

..程
の
み
を
以
つ
て
し
て
は
之
れ
は
保

.證
さ
れ
な
ぃ
、文
化
の
進
展
が
之
れ
に
參
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ

.
。
' 其
の
進
展

ビ

は、分
挪
公

0

の
原
則

?:
以
つ
て
、經
濟
的
社
會
的
不
公
正

R
杭 

議
す

る

事

で
あ

る

。
.

获

R
於
い
て
シ
ュ
モ
ラ
ァ
の
社
會
政
策
理
論
の
中
心
點
社
會
政
策
觀
念
の
嚮
導
的
指
^
に
 

到
達
す
る
。
，
分
配
公
芷

0
.原
則

ビ

は

、所
得
及
び
財
產
を
德
性
及
び
給
付

K
相
當

ぜ

し
む
る
時 

R
、確
立
せ
ら
れ
る
。
財
の
分
配
及
び
所

#
分
®
^
つ
い
て
は
偷
理
的
精
神
及
び
法
律
ど
を
備 

へ
た
國
家
及
び
社

#
が
責
任
を
有
す
る

%:
の
で
あ
る
，何

£

な
れ
ば
所
得
分
配

0:
:
;傾
向

t

決
定 

す
る
も
の
は
、偸
理
及
び
律
則
に
外
な
ら
な
い
か
ら

.0
シュ乇ラァは旣

1C
一
 

八
七
〇
年
^
唱 

へ
た

^
同
じ
く
現
在
の
分
配
制
度
は
此
の
公
芷
原
則
に
適

f

や
否
や

?:
疑
ふ
。ノ
而
し
て
過 

表
の
文
化
が
此
の
原
則

^
背
馳
し
て
財
産
分
配

V
J

道
義
の
對

.立
h

よ

つ

て

滅

び

た

る

?:
見
れ 

ば
、現
在
の
社
會
も
此
の
對
立
を
改
革
に
よ
つ
、て：救
は
ね
ば

S

ら
ぬ
、皿
し
て
»
の
改
革

ヾ」

は
分 

配
公
正
の
原
則

^
接
近
す

.る
事
^
外
な
ら
ぬ
。
シ
ュ
モ
ラ
ァ
は
之
れ
を
以
つ
て
社
會
政
策
の 

TE
規
原
則
ど
し

.、之
れ

^

よ
つ
^
ト

ラ

ィ

チ 

>
 
ヶ

の
貴

族

制
文
化
理
想

^

對
し
て
民
主
的
文
化 

理
想

?:
標
捞
す
る

。
：

.

:

.'
■社
會
の
進
步
は
、單
な
る
權
力
の

Jl
k

此
の
公

jE
の
原
則
が
樹

3:
し
た
時

^
生
じ
、權
力

S
泰

第
1
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シ
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.會丧策學

'.
#
の成立？ゾ

.ユモラァの社
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一一57

仕
，ど
は
次
第
に
祁
合
致
し
て
、所
得
分
配
の
自
然
钿
原
因

•£

偷
理
的
原
因
ヒ
は
次
第

k

相
一
致 

す
3
 

S

ら
ね
ば
な
ら
ぬ

0

或
る
種
の
自
然
的
事
實
，技
術
的
經
濟
過
，程

(

例
へ
ば
財
産
の
如

I 

は
1

理
ど
律
則
よ
つ
て
把
握
さ
れ
、改
鑄

さ

れ
•
か
く
.て
社
會
生
活
の
よ
り
高
い
孩
式
に
の 

ぼ
さ
れ
る
。
ン

:

分
配
の 

<ム
正
を
確
立
す

.6
^
雠
も
其
の
爲
め
妃
社
會
根
本
基
礎
を
危
ぅ
か
ら
し
め
て
は
な 

ら

g

シ
ュ
モ
ラ
ァ
は
外
形
的
法
令
の
改
廢
を
云
せ々
ず
し
て
、偷理
的
觀
念
の
页
新
を
重
要
視 

す
る
此
の
觀
念
の

M

r

 ̂

つ
て
財
ゼ
所
產
の
公
卒
な
る
分
配
を
保
證
す
る
法
制
の
页
新
が 

許
3

れ

る

さ

れ
ば
シ
テ

:-
-
£
ラ
ァ

の

說

乙

ろ

は

、
吧の
社
會
は
偷
理
的
觀
念
の
振
興
で
な 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
^
諶
爻
れ
た
る
事
情
に
あ
る
も
の
は
自
か
ら
進
ん
で
義
務
意
識
を
以
つ 

て、
他
の
階
級
の
爲
め

R
配
虚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
？

之
れ

R

よ

っ
て
必
ず

し
も

®

咬
rl

ざ

る
者
に 

0
す
る
豐
か
な
る
物
的

給
付

を
意
味
す
る
も
の
で
な

く
a

育
施
設
_
の
他
ボ

層
階
級
の
普
的 

射

® 

5
=
道
徭
が
向
上
を
可
能
な

:&
-
し
め
る
施
設

2:
意
味
す
る

0

之
れ
に
よ
つ
て
階
級
の
對
立
、
 

經
濟

的

不
公

J E

を
除
さ
、又
は
緩
和
し
、分
配
公
正
の
原
則
に
近
づ

5

a
つ
て
社
會
立
法

^
ょっ 

て
進
步
を
促
し
、下
層
中
流
階
級
の
精
神
的
物
質
的
向
上
を
保

©
し
犋
る
汉
至
る
。

i

i

i

i

i

i

i

i

i

l

i

l

i

i

i

i

i

^

i

i

i

i

i

i

i

i

i

l

i

E

i

i

此
の
政

0 

0

0

^

^

で

•細
目
.の

練

®

ば

0 :

め

^

定
的
に
，示
す
ど

#-
g
rし
炉
れ
北
ハ
，改
良

0 

策
の
：芷

.規
た
る
可
き
豫

«
條
#

:̂
し
て
は
次
の
，：
如
く
考
へ
ら
れ
る

9
,即

ち

改

革?:
:

急

激

な

ら
 

し
め
ざ
■る

^

確
画
た
る
ぺ
原
則
な
く

.し
■て
®
人
の
財
産
等

?:
犯
さ
ざ
る
事
、間
接

^
將
來

R
於

S
 

て
改
善
せ
ら
る
可
き
分
配
制
度

$:
:
期
す
る
事

、

—
_

例
へ
ば
，敎
育

R

よ
：々
て
、將
'來
の
競
華
揚
裡 

R
於
け
る
ガ
の
她
合

t
變
化
せ
し
め
、又
は
象
庭
生
活
の
正
規
的
檩
準
化
を
行

a
、節
儀
を

IE
し 

か
ら
し
め
、勞
働

.者
の
：團
體

_を
認
め
て
、經
濟
上
の
カ

.を
增
加
せ
：し

.め
、財
產
課
稅

^
重
&
を
お

く

 

晚
法
の
改
逭
、紫
進
的

«

#
税
.相
續

_

等

に

へ

よ

っ

、
て
.
]5
大
な
る
ノ
資
產
の
集
中
を
妨

^
せ
：し
め
る 

等
，々

.の
對
策
が

«
虛
せ
ら
れ
る
。
レ
か
れ

^
是
.等
の
改
良
は
い
づ
れ
も
、«
接
權
カ
の
行
使
に 

よ
つ
て
强
制
せ
ら
る

.

.可き
で
は
な
く
、か
、

る

，見

*

に
擔
は
れ
た

.る

有
機
的
發
展
の
發
露

.で
な 

け
れ
：ば
な
ら
ぬ

”

藭

_
.の
階
級
を
向
上
せ
ぼ
：

©
ん

^
す
；る、社

#'
的
改
造
は
單

R
外
面
的
で
あ 

っ
て
は
な
ら

2
:故
に
敎
育
’及
び
獨
立
，者
の
文
助
等
が

.重
要
で
'あ
ん
與
へ
ら
れ
る
所
ば
常
化
受 

く

a:
-
.者

^
よ
つ
セ

.饊

_
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ハ

g
p,
へ
 

k

の
分
；配

.
^

r

正
の
原
則
に

'

立
.：

り
シ

:f
i

.モ
ラ
ァ

0:
:

_
會

_
へは、あ
；らゆ

.る
人
，間
を
文
化
の
全
所 

逢

の

：享

樂

把

招

ん

'事
は
社

#
•の
*

務
で
な
い
ヒ

M

5I
し
た
、ト

」

フ
、ィ
チ
一
ヶ
の
貴
族
：主
義
ヒ
は

:
:
.
第
ー
：
ー
十
艽
：
卷
.
.：2 ;
i

--
七̂

*
食
政
策
#
會
の
：成
立
f

キ
专
‘ラ
デ
吖
瓧
會
政
ー
策
厥
理
： 

マ第十；號

^
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^
シ
ユ
モ
ラ
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紙
#
政
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馱

_

4卜
^
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ニ」

、

著
し

§
相

®

示
す
、し

か

れ

共

グ

-,
-
モ
ラ

^
の
期

'す
る
所
は

^
,神
.的
一
振
張

k

ょ
，る

'解
^
で
ぁ 

る
、
社
會

.政
策

i t

者
の
物
質
的
方
：面

^

於
：け

る
.具
體
的
實

.際

的

活

動

だ

も

，
拘

ら

ず

、
其

：
の

1
.理
想

' 及 

a

m

現
.
の
.
ヵ
法
が
精
刹
丰
義

^

.

.

»&-
:
^

七
^

る
V
事
は
、彼
等
が
缉
な

る
偷
现

的
要
素
.の
作
用
を 

和
學

的

^

&
め
る

^
此
ま

& 

レ̂
て
、，I.

步
を
進
め
て

'、偷
理
的
實
踐
の
行
，動
者
た
る

*

V」

證
明 

し
て
ゐ
る
。

此

の
點
が
、後
に
罢
つ
：て

>
社
會
.政
策
方
：法
論
：上

.

.の
®

.

.

.

^

^
^

^

た̂
の
で
あ
る
。

ノ
 

-■;
.
 

.■.
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:
.
.
.
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;
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'
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其
は
兎

^
狗
、此

0

シ
产
乇
ラ
ァ
の
反
駿
，は、再

.：
びトラィチュヶの

'答
辯
を
促
し
た
。

5
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g
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3
 

力
そ
れ
で
あ
る
。
此

0
論
文

^
於

‘て
は
、ト
ラ
，ィ
チ
、
ヶ

.
は
：遂

k

社
奮
の
甚
礎
の
內

R

I
個
の 

自
然
の
秧
序
を
認

め

る

ビ

主
張
し

.た
。
而
し
て
此
の

.不
變
の
秩
序
は
決
し
て
禍
に
^
^
れ
て 

ゐ
る
名
の
で
は
な
い

#

ど
な
れ
ば
、紙

f
階
層
間
の

*
降
自
由
な
，る；か
故

R

T
層
階
級

?:
直
接 

向
上
せ
し
む
る
事
ょ

6

、

| 

:層
大
な
る
期

.待
を
有
し
得
る
ど
考
ヽ
た

0
.

此
の
論

#

の偾値は

.
I

般

R
‘
シュモラァ

.
の「

法
律
及
び
國
民
經
濟
の
甚
礎
問
題

0
解
決
を 

妆た

.
W
に
あ
る
ビ
せ
ら
れ

て
ゐ
る
.。

本
來

ト
ラ

イチ

.
ュ
ケ
の
貴
族
主
義
的

.な頃；向

は
、
明かこ

勞

働

者

に

味

，方

す

る

ft
#
政
策
學
者
の
見
解

w

著
し
く
對
照
的
で
あ
る
、しか
し
、共
に
社
龠
主 

義

k
對
し
て
は
破
退
的
の

態

度

?:
示
し
て
ゐ
る
。
ト
ラ
ィ
チ
ぐ
ヶ
が
自
然
法

饷
狭

序

?:
認
め 

た
ど
の

一

事
は
、論
郇
上
の
成
行
に

.外
な
ら
取
い
ど
せ
ら
れ
て
ゐ
：る？
故

^
自
然
法
.論に
就
い 

て
は
、シ
ユ

モ
ラ
ァ
ヾ

」

ト
テ
ィ
チ

 

'ユ
ヶ

間
の
栀
本

的
の
相
違
が
果
し
て
極
め
て

深
い
か
西
か
は

. 

疑

問

で

あ

る

.0
唯

シ

ユ

モ
ラ
ァ
は
、

®
對
的
に

«
ビ

法」

ど
に
ょ
っ
て

®
定
せ
ら
る
、
社
會
秩
序 

を
認
め
る
。
之
れ

S

し
て
ト
ラ
ノ

—

チ

.ユ
ダ
は
、

f

k「

道
義
的
熱

f

過
ぐ
る
も
?

のロ
 

吻
を
漏
す

。
，
.'
.:: 

;

又
、此
の
論

.爭
が
周
園
の
事
情
に
ょ
り
て
、餘

t

6
大
き
な
反
：響
を
起

i

が
つ
た
の
.も事
實 

で
あ

.る
。
そ
れ

ビ

同
時

k
其
の
後
全
然
、此
の
種
の
論
®
が
跡
を
消

し

た

も
の

€ '

も
云
へ

S-
い
. 

シ
' 
ユ
.チ
ラ
ァ
の
言
葉
の
如
く
科
拿
研
究
上

‘の
.
0
立 
'は
#

時
迄
も
殘
る

も
の

，

で
あ
る

9

し

.か
し
、
 

社

會

政

策

：的

：傾

.向
を
中
心

?
し
て
、殊

R
其
の
輿
論
的
勢
力
の
據
頭
、實
際
連
動
へ
の
組
織
運
動 

を
中
心
ご
し
て
み
れ
ば
、

新
經
濟

.

學
派
、即
ち

講
壇

.

社
會

.主
義

派
の
努
力
は
，

報
ひ
ら
れ
た
る
も
の 

ど

：
み

：て

差

支

な
.か

ら

：
ぅ
：'
0

社
會
政
策
學
會
ば
堅
固

*

某
礎
を
以

.つ
'

V
-

成
立
し
、有

.力
な
.る
洁
動 

を

.續
け
て

.ゐ
：る
。

':
:
ビ
：ス

7
ル
^.
の
：手

^

ょ

0
ギ
社
會
政
策
は

^

れ
て
來
な
。
原
則
通
論

..
锒
菩
十
玻
卷

a
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>

社
#:
.政策學會

'£
0
成立せ

.シ
ぅ
モ
ラ
デ
の
社
#
政
飨
原
'理 

：

第
十
^

1
t

七



#-
ー.一.
:十.
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5
:卷
，.
.C1'

s
i:p
マ
.
.社
#
政
策
學
會
：.の
..成立)

ミ
レ
..

「

ユ
パ
？

フ
ゲ
の
：

«1
:
會
政
、
策
原
理
..，
. 

.

第
十
號
：

二.

は
‘

兎
R

角
滕
外
仞

^

せ
ょ
諸
般
の

| |

會
改
良

.

.

的
施
設

.

は
漸
次
實
行
：さ
れ
て
來
た
。
シ
，
モーフ
 

ァ
，か

一

八
九
，七
年

.

の
伯

.

林
大
學
：總
長
就
：任
0
講
：演

.

の-

結
.

尾

0
於
い
て
、大
體
：の
傾
：向
に
於
け
る
. 

彼
等
自
派
派
の
勝
利
を
唱
へ
：たの

；：

も

失
當
で
は

.
な

か

ら

ぅ

。

:;
■

唯

*
の

，

利

は

再び
新
し

S

敵

R

ょ
っ
て
機
は
れ
ね
ば
な
ら
な
か

0

た
。
社
#
改
良
の
運 

®

機

關
ど
し
て
の
社
會
政

策

學
會
の

"
成，功
は
此
の

本

稿
.

f c

述

ベ
た
、而
し

て

、此
Q

傾

向
R

對

す
 

る
學

c
£

 

メ
ぉ

論

が

根
據
は
ヘ
ル
ド

の

S

へ
る
が

，

如
ぐ
'、講
'
.壇

_

會
主
一
義
者
の
經
«

社
會
理
論
で 

あ

る
。
:,
へ

ぐ

ド

リ

は
講
壇
社
會
主

' 義
者
ど
名

^

け
ら
れ

'
た
：る
：
.|

派
：は
'、
一：
學

派

で

あ
.る

士

し

た

、此 

の
.學
派
の
理
論
的
貢
献
の
最
高
峰
は
シ
ェ
ン
、
へ
ル
ク
の
國
民
經
濟
大

辭
典

の
編
®
一

 

八
八

ニ
 

#)

で
ぁ
つ
た
ら
ぅ
。

-.
'
之
は
偷

1!
的
經

»

學
*

ど
稱
せ
ら
れ
る
人
々
の
共
同
製
作
ド
し
て
：フレ 

ンタノの勞働者問題、シ,シベ

 

> 
クの

'國
段
經
濟

論
、及

び
X

業
論
、ノ
ィ
ァ

V

の
經
濟
學
の 

遞
礎
槪
念
等
が
載
せ
ら
れ
て
，

Q

る
。

'
し
か
し
一
八
九

0
牢
以
降
に
於

S

て、此
の
學
問
的
最

0

峰
は
科
學
的
檢
討
を
受
け
る
事
ど 

教
つ
た
。
同
時
に
社
會
的
情
勢
は

*

て
ー
ー
十
世
紀
に
入
つ
て

.
「

社

會

政

策

：の
；危
機」

を

叫

ぶ

様

に 

な
つ
た
。
次
の
稿
は
先
づ
、社

#

政
策
論
者
の

.經
濟
學

»
.論
：
R
對
す
.る
批
判
に
始
ま
ら
ね
ば
な 
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或
は
與
內
米
ゼ
稱
す
る
制
度
が
あ
つ
た
り
.
此
の
制
度
は
一
種
の
豫
備
貯
蓄
制
度
で
、:

定
期
の
必
要
に
も
不
時
の
救
濟 

R

も
支
出
し
た
の
で
.

あ
つ
た
？
其
の
起
原
は
莊
办
藩
に
始
め
て
■

行
れ
把
a ；
度
で
な
.

い
か
ら
他
藩
ド
も
あ
ク
た
事
€
思 

ふ
が
、
.

淺
學
な
私
に
は
知
み
所
が
な
い
。

ヤ
,'
-

.

:

:

:

.

偖
て
此
の
'

與
內
ど
ぃ
.

ふ
#

稱
は
、
.'

何
な
る
惫
味
を
籠
1

で
居
る
か
、.
£

.

も
.

知
ら
な
い
が
、
或
は
組
頭
ど
い
ふ
文
.字 

を
_

頭
ヒ
*;

き
、.
又
た
*

カ
(£

い
：ふ
文
字
を
使
っ
て
居
る
所
を
見
れ
ば
>

與
2:
:

組
^

同
樣
の
意
味
^

傲

ゥ

て「

ク
ミ 

の
ゥ
チ」

即
ち
_

殳
達
の
へ
意
味
に
_

ひ
、
-1

自
分
達
の
米」

で
あ
る
も
.

い
：：ふ
意
味
に
な
ヶ
、「

自
分
^

^
^
^
て

置

 

s

忆
の
で
辧
躕
の
物
：で
は
な
：い
¥:」

：.ど
い
：ふ
意
味
セ
あ
つ
た
か
.
も
知
れ
な
い
：
。
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此
の
制
度
は
藩
士
.
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'

農

民

ァ

塵
.

の
备
階
級
に
も
あ
っ
て
：、
明
治
叹
廢
雜
置
縣
免
で
あ
っ
た
於
、
：其
の
組
織
S

蓮 

用
ど
は
各
異
つ
て
思
つ
た
o

を
，̂
で
私
は
.此
の
制
度
に
就
い
て
、
'な
る
ベ
く
明
細
^
述
■

ベ
.

て
み
た

S

 

S

思
つ
て
居

C
V

 

た
，か
、.
'

農
民
ビ
商
家：

に
關
す
る
資
料
' 

は
全
く
無y

の
で
は
な

い
，が
、
ー
實̂

乏
レ
い
ゆ
‘

で
も
；あ
i

 

,
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莊

内

藩

：
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し

て
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起
原
は

? #

士
^

尬
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
藩
士
方
の
記
錄
を
主
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し
て
述
べ
る
こ
ど

^

し
た
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